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弓
一
ｔ本

論
は
永
青
文
庫
細
川
家
文
書
（
熊
本
大
学
附
属
図
書
館
寄
託
）
に
含
ま
れ
る
三
冊
の
「
覚
帳
」
に
よ
っ
て
、
十
七
世
紀
を
通
じ
て
生
起
し
た
熊
本
藩
領
久
住

手
永
と
岡
藩
領
朽
網
郷
の
村
々
ど
う
し
の
藩
領
境
山
相
論
の
歴
史
的
特
質
と
解
決
過
程
を
分
析
し
た
も
の
で
あ
る
。
十
七
世
紀
末
、
相
論
は
正
保
国
絵
図
作
成
に

際
し
て
村
の
百
姓
ど
う
し
が
境
目
を
確
定
で
き
な
か
っ
た
た
め
に
「
論
所
」
と
さ
れ
た
久
住
山
系
の
一
角
で
発
生
し
た
。
し
か
し
正
保
国
絵
図
作
成
時
に
幕
府
大

目
付
の
指
示
に
よ
っ
て
熊
本
藩
・
岡
藩
の
担
当
役
人
ら
が
闇
引
き
に
よ
っ
て
ま
っ
た
く
意
味
の
な
い
藩
領
境
を
「
決
め
」
、
国
絵
図
に
書
き
込
ん
で
い
た
事
実
は
、

「
公
儀
の
国
土
領
有
」
の
形
式
的
な
側
面
を
物
語
る
。
ま
た
相
論
の
解
決
過
程
は
、
紛
争
解
決
能
力
を
保
持
す
る
団
体
・
権
力
が
重
層
す
る
伝
統
日
本
社
会
の
構

造
的
特
質
を
よ
く
示
し
て
く
れ
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド
山
野
相
論
、
論
所
、
国
絵
図
、
村
共
同
体
、
伝
統
日
本
社
会
、
永
青
文
庫
細
川
家
文
書

配
、
臣
自
亘
蝕
司
望
口
厨
も
毎
房
の
画
冒
巨
さ
茸
⑦
『
望
吻
の
茸
色
目
吊
邑
『
旨
の
釣
『
ご
目
ｃ
ｃ
①
『
目
』
四
℃
四
目
如

少
９
ｍ
の
⑫
言
身
呈
圏
唱
‐
艶
昌
弓
画
胃
冒
‐
虞
国
四
目
国
（
蝋
）

戸
謂
文
」

山
野
用
益
や
潅
概
用
水
を
め
ぐ
る
紛
争
は
、
伝
統
日
本
社
会
の
百
姓
・
村
共
同
体
に
終
始
つ
き
ま
と
っ
た
問
題
で
あ
っ
た
ｃ
し
た
か
つ

圃
引
き
で
決
ま
っ
た
藩
領
境
ｌ
近
世
初
期
肥
後
・
竹
田
領
境
相
論
を
事
例
に
Ｉ

は
じ
め
に

津
の
臣
、
冒
自
麹
『
目
陣
ｚ
診
国
少

稲

葉
継
陽
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一
山
三
諺
蜘
〃
α
眉
捌
一
個
匡
一
利
耀
罫
を
み
す
力
ら
α
英
一
頂
”
何
α
坐
剥
↑
狗
鉦
》
飼
一
α
鰭
《
庁
芥
と
咋
執
匿
え
て
お
り
輯
液
余
．
と
，
石
飢
刺
塚
毒
刺
琵
臼
α
挿
鯛
報
沃
と
力
狸
瀞
ｈ
／

返
さ
れ
る
た
び
に
、
国
郡
境
の
山
野
用
益
秩
序
は
紛
争
当
事
者
と
近
隣
に
よ
っ
て
具
体
的
に
確
認
さ
れ
た
。
国
郡
境
の
生
産
的
労
働
の
現

場
に
お
け
る
領
域
秩
序
を
古
代
以
来
の
天
皇
の
国
土
領
有
権
な
ど
に
収
敬
さ
せ
て
理
解
し
、
村
落
間
相
論
ま
で
を
規
制
対
象
と
す
る
豊
臣

の
「
惣
無
事
」
を
か
か
る
権
限
の
延
長
線
上
に
の
み
位
置
づ
け
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。

二
、
し
た
が
っ
て
国
郡
制
的
領
域
秩
序
に
基
づ
い
て
領
域
支
配
の
単
位
を
確
定
し
、
国
土
を
掌
握
し
よ
う
と
す
る
豊
臣
政
権
や
初
期
徳
川

幕
府
に
と
っ
て
、
個
々
の
大
名
裁
判
権
を
超
え
た
問
題
と
な
り
か
ね
な
い
百
姓
レ
ベ
ル
の
国
郡
境
相
論
が
頻
発
す
る
こ
と
は
領
域
支
配
体

制
の
い
わ
ば
盲
腸
で
あ
っ
て
、
幕
府
は
度
重
な
る
国
絵
図
作
成
・
徴
収
を
つ
う
じ
て
国
郡
境
を
「
確
定
」
し
よ
う
と
し
た
が
、
そ
れ
は
困

難
で
あ
っ
た
。
元
禄
国
絵
図
の
作
成
過
程
が
そ
れ
を
示
し
て
い
る
。

三
、
豊
臣
政
権
と
初
期
徳
川
幕
府
の
歴
史
的
課
題
は
、
紛
争
に
お
い
て
諸
集
団
が
中
世
的
な
紛
争
処
理
の
伝
統
に
よ
り
つ
つ
展
開
す
る
権

利
主
張
を
い
か
に
吸
収
し
調
整
す
る
か
と
い
う
極
め
て
具
体
的
な
作
業
に
こ
そ
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
自
律
的
な
社
会
集
団
や
領
域
権
力
に

よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
日
本
封
建
社
会
の
特
質
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

点
で
あ
る
ｃ

二
○
○
三
年
度
歴
史
科
学
協
議
会
大
会
に
お
け
る
報
告
「
中
．
近
世
移
行
期
の
領
域
秩
序
と
国
郡
制
」
（
「
歴
史
評
論
」
六
四
七
）
は
、

私
じ
し
ん
の
年
来
の
研
究
蓄
積
を
媒
介
に
、
村
と
地
域
社
会
の
側
か
ら
紛
争
解
決
を
つ
う
じ
て
創
出
さ
れ
る
領
域
秩
序
と
、
近
世
国
家
の

領
域
編
成
原
理
と
し
て
機
能
し
た
と
さ
れ
る
国
郡
制
的
領
域
秩
序
と
の
接
点
を
探
る
こ
と
を
一
つ
の
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
国
郡

境
で
発
生
し
た
中
世
か
ら
近
世
初
期
に
い
た
る
ま
で
の
山
野
用
益
相
論
（
山
野
知
行
紛
争
）
の
分
析
を
つ
う
じ
て
主
張
し
た
の
は
、
次
の

い
く
つ
か
を
分
析
し
、
村
共
冒

確
認
し
、
強
調
し
て
き
た
（
１
）
。

て
、
そ
う
し
た
紛
争
の
具
体
的
経
過
や
解
決
の
態
様
に
は
、
村
共
同
体
と
そ
れ
を
と
り
ま
く
社
会
や
権
力
の
歴
史
的
特
質
が
典
型
的
に
表

現
さ
れ
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
。
私
は
、
こ
う
し
た
問
題
関
心
か
ら
、
中
世
後
期
ｌ
近
世
初
頭
の
実
力
行
使
を
伴
う
山
野
・
用
水
相
論
の

い
く
つ
か
を
分
析
し
、
村
共
同
体
相
互
の
交
渉
あ
る
い
は
近
隣
の
調
停
に
よ
る
自
律
的
な
紛
争
解
決
と
秩
序
確
定
が
な
さ
れ
え
た
こ
と
を



間引きで決まった藩領期81

し
か
し
、
こ
の
報
告
に
対
し
て
池
上
裕
子
は
同
じ
「
歴
史
評
論
』
誌
上
で
厳
し
い
批
判
を
寄
せ
て
い
る
ｃ
そ
の
内
容
は
多
岐
に
及
ぶ
か
、

右
の
主
張
に
直
接
関
わ
る
点
の
み
を
示
せ
ば
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

第
一
に
、
百
姓
は
村
境
・
庄
境
が
国
郡
境
で
も
あ
る
と
認
識
し
、
み
ず
か
ら
の
村
や
庄
が
ど
の
国
の
ど
の
郡
に
属
す
る
か
を
認
識
し
て

い
た
。
し
た
が
っ
て
国
郡
境
の
山
相
論
が
百
姓
の
用
益
権
の
範
囲
を
め
ぐ
る
闘
い
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
現
地
に
即
し
て
具
体
的
に
境

目
が
定
ま
っ
た
と
し
て
も
、
ま
た
、
あ
る
程
度
の
境
目
の
変
動
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
国
郡
制
が
人
々
を
規
定
し
て
い
る
事
実
を
軽
視
す

る
こ
と
も
否
定
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。

第
二
に
、
こ
の
報
告
は
「
下
か
ら
」
生
成
さ
れ
る
秩
序
が
権
力
を
規
定
す
る
面
を
強
調
す
る
あ
ま
り
、
本
来
、
報
告
者
（
稲
葉
）
が
そ

う
考
え
て
い
な
い
は
ず
の
権
力
像
、
す
な
わ
ち
権
力
は
上
か
ら
一
方
的
に
支
配
方
式
、
制
度
を
押
し
つ
け
る
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
な
権

力
イ
メ
ー
ジ
を
対
極
に
設
定
し
て
い
る
。

第
三
に
、
そ
の
上
で
、
実
は
「
下
」
が
「
上
」
を
こ
ん
な
に
規
定
し
た
ん
だ
と
、
「
下
」
か
ら
の
一
方
的
な
規
定
の
面
が
描
き
出
さ
れ

て
い
る
。
そ
の
た
め
逆
に
、
権
力
は
在
地
の
シ
ス
テ
ム
を
そ
の
ま
ま
受
容
す
る
も
の
、
権
力
の
政
策
は
在
地
の
要
求
に
応
え
る
た
め
に
だ

さ
れ
る
も
の
と
い
う
、
全
く
逆
転
し
た
権
力
像
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。

右
の
批
判
は
い
ず
れ
も
納
得
し
難
い
も
の
で
あ
る
。
第
一
の
批
判
点
に
つ
い
て
は
、
国
郡
制
が
前
近
代
社
会
を
つ
う
じ
て
存
続
し
た
と

い
う
「
事
実
」
を
否
定
し
よ
う
と
い
う
意
図
が
私
に
あ
る
わ
け
で
は
勿
論
な
い
し
、
そ
う
し
た
こ
と
を
目
的
と
し
た
報
告
で
も
な
い
。
た

し
か
に
百
姓
は
自
己
の
帰
属
地
域
を
「
何
国
何
郡
何
村
」
と
い
う
世
界
観
で
も
っ
て
認
識
し
て
い
た
。
だ
が
、
「
何
村
」
（
「
在
所
」
「
所
」

と
も
い
う
）
の
部
分
に
つ
い
て
は
単
な
る
郡
の
下
級
単
位
で
は
な
く
、
領
域
支
配
の
制
度
的
枠
組
み
で
あ
る
「
国
・
郡
」
と
は
異
質
な
、

永
続
的
か
つ
自
律
的
な
団
体
た
る
実
体
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
研
究
状
況
に
あ
っ
て
は
ｌ
こ
こ
が
「
国
郡
制
論
」
が

提
起
さ
れ
た
当
時
と
決
定
的
に
異
獲
る
状
況
で
あ
る
ｌ
、
幕
藩
制
国
家
に
よ
る
国
郡
境
側
領
国
境
目
の
維
持
実
態
を
分
析
す
る
う
え
で

も
、
村
共
同
体
相
互
が
創
出
す
る
領
域
秩
序
と
の
関
連
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
ま
い
。
こ
れ
が
私
の
主
張
の
核
心
で
あ
る
。

第
二
の
批
判
点
に
つ
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
「
権
力
イ
メ
ー
ジ
」
を
設
定
し
た
の
は
私
で
は
な
く
、
戦
国
大
名
の
支
配
権
限
を
．
国
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さ
て
、
第
三
の
批
判
点
に
は
、
池
上
と
私
と
の
中
世
末
．
近
世
初
頭
に
お
け
る
「
権
力
」
あ
る
い
は
「
国
家
」
の
捉
え
方
の
相
違
が
反

映
さ
れ
て
い
る
。
池
上
は
中
世
末
．
近
世
初
頭
に
は
大
名
や
統
一
政
権
が
「
在
地
の
要
求
」
に
対
応
し
て
出
し
た
政
策
は
一
切
な
い
と
で

も
考
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
池
上
が
戦
国
期
の
社
会
構
造
と
大
名
権
力
の
領
域
支
配
の
態
様
を
分
析
・
総
括
し
た
研
究
（
３
）
を
み
れ
ば
、

と
て
も
そ
の
よ
う
に
は
理
解
で
き
な
い
か
ら
、
右
の
批
判
に
は
私
と
し
て
も
戸
惑
い
を
覚
え
な
く
は
な
い
。
だ
が
も
し
池
上
が
、
日
本
の

近
世
国
家
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
封
建
国
家
と
は
異
な
り
、
古
代
の
国
制
の
櫛
成
要
素
た
る
国
郡
制
・
天
皇
制
を
破
壊
せ
ず
に
再
編
し
つ
つ
自

己
を
構
成
す
る
こ
と
で
、
在
地
社
会
の
要
求
や
秩
序
実
体
を
踏
ま
え
ず
と
も
階
級
支
配
の
た
め
の
政
策
を
持
続
し
う
る
権
力
た
り
え
た
と

考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
と
し
た
ら
、
そ
の
国
家
像
は
、
か
っ
て
提
起
さ
れ
た
ア
ジ
ア
的
専
制
国
家
に
極
め
て
接
近
し
て
い
る
と
言
わ

ざ
る
を
え
な
い
。
国
郡
制
論
は
本
来
、
ア
ジ
ア
的
封
建
制
論
や
ア
ジ
ア
的
専
制
国
家
論
と
不
可
分
の
も
の
と
し
て
構
想
さ
れ
た
は
ず
で
あ

Ｚ
材
と
力
仁
罰
融
印
し
そ
れ
仁
皇
を
馴
｛
岳
賑
蔽
接
し
て
卿
禰
△
噂
す
そ
撚
咋
価
と
し
て
訳
《
星
α
届
↑
土
杓
稚
李
乍
繍
岬
を
珪
一
雇
戸
磁
力
４
』
α
と
易
を
し
遡
冊
皐
捌
掴
（
に

お
け
る
社
会
諸
集
団
の
自
律
性
の
剥
奪
を
強
調
し
、
さ
ら
に
戦
国
期
に
お
け
る
天
皇
権
威
の
上
昇
と
そ
れ
に
よ
る
社
会
諸
階
層
の
文
化
的

統
合
を
強
調
し
て
き
た
、
研
究
史
で
あ
る
（
２
）
。
だ
か
ら
私
は
こ
の
よ
う
な
報
告
を
行
う
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
批
判
は
理
解

し
力
し
ヨ
ー
ロ
ッ
が
埋
椎
停
厩
剖
把
と
な
こ
た
剖
把
崎
掴
に
お
け
る
糾
奮
胆
概
叶
α
大
寺
功
小
伍
幸
ａ
ｈ
ソ
摺
伺
力
肩
討
睡
謝
叩
さ
れ
そ
に
し
た
力
こ
て
一
ア
シ
〒
ん
晩
」

な
る
概
念
が
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
描
い
た
自
画
像
の
陰
画
で
あ
っ
た
こ
と
が
自
覚
化
さ
れ
（
５
）
、
日
本
史
研
究
に
お
い
て
も
戦
前
の
法
制
史

研
究
等
を
も
共
通
の
財
産
と
し
つ
つ
、
近
世
国
家
の
特
質
が
そ
の
成
立
史
を
つ
う
じ
て
再
検
討
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
再
検
討
の
過
程
に
あ

る
の
が
研
究
の
現
状
で
あ
る
と
思
う
（
６
）
。

そ
し
て
い
ま
、
村
共
同
体
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
な
共
通
認
識
が
得
ら
れ
て
い
る
。
村
共
同
体
は
年
貢
・
公
事
を
領
主
に
対
し
て
集
団

と
し
て
請
負
い
、
財
政
機
能
を
有
し
、
訴
訟
行
為
能
力
を
有
し
、
近
隣
村
ど
う
し
の
協
約
を
結
び
、
共
有
財
産
を
所
有
し
、
売
買
・
貸
借

等
の
経
済
行
為
の
主
体
と
な
り
、
独
自
の
地
理
的
領
域
を
実
力
で
維
持
す
る
、
法
人
格
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
戦
国
期
に
広
範
に
成
立
し
、

る
4

C

に
苦
し
む
く
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（
｜
）
相
論
の
発
生

寛
永
九
年
（
一
六
三
二
）
、
加
藤
氏
改
易
の
あ
と
を
う
け
て
肥
後
熊
本
に
入
封
し
た
細
川
氏
の
領
分
は
表
高
五
十
四
万
石
で
あ
っ
た
が
、

う
ち
二
万
六
千
七
百
石
余
り
は
豊
後
国
直
入
・
海
部
・
大
分
郡
に
お
い
て
、
肥
後
国
阿
蘇
郡
か
ら
豊
後
国
久
住
・
野
津
原
を
経
て
鶴
崎
港

へ
と
つ
づ
く
街
道
沿
い
に
設
定
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
、
豊
後
国
内
に
お
け
る
熊
本
藩
領
は
加
藤
氏
時
代
か
ら
の
も
の
で
、
鶴
崎
か
ら
海
路

を
利
用
し
て
江
戸
に
出
府
す
る
と
い
う
、
参
勤
交
代
の
交
通
路
に
対
応
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

豊
後
国
内
の
所
領
も
含
む
熊
本
藩
の
領
域
支
配
の
体
系
Ｚ
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
藩
政
全
体
を
統
括
す
る
家
老
衆
・
奉
行

衆
の
も
と
に
は
十
六
の
部
局
が
設
置
さ
れ
、
そ
の
う
ち
に
領
域
行
政
を
担
当
す
る
部
局
と
し
て
「
郡
方
」
が
あ
っ
た
。
郡
方
の
も
と
に
は

「
御
郡
間
」
が
あ
り
、
そ
れ
は
肥
後
・
豊
後
の
藩
領
を
十
四
の
「
郡
」
に
区
画
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
数
名
が
任
命
さ
れ
た
「
御
郡
奉
行
」

（
の
ち
に
「
郡
代
」
）
た
ち
を
含
め
て
構
成
さ
れ
た
。
領
域
支
配
・
地
域
行
政
の
単
位
と
な
っ
た
「
郡
」
の
領
域
は
基
本
的
に
国
郡
制
の
そ

れ
で
あ
っ
た
が
、
飽
田
・
詫
摩
郡
の
よ
う
に
二
郡
を
統
合
し
て
御
郡
奉
行
に
統
括
さ
せ
た
場
合
や
、
阿
蘇
・
南
郷
、
小
国
・
久
住
の
よ
う

一
定
の
変
容
を
と
げ
な
が
ら
も
近
世
社
会
を
つ
う
じ
て
社
会
の
基
礎
団
体
と
し
て
存
立
し
た
。

近
世
国
家
成
立
期
の
領
域
支
配
体
系
（
近
世
国
家
の
在
地
支
配
体
系
の
根
幹
）
の
特
質
は
、
か
か
る
村
共
同
体
を
基
底
と
す
る
伝
統
日

本
社
会
と
の
歴
史
的
関
連
を
踏
ま
え
て
考
察
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
小
論
で
は
、
九
州
は
熊
本
藩
領
久
住
手
永
の
村
々
と
岡
藩
領
朽
網
郷
の
村
々
と
が
十
七
世
紀
を
つ
う
じ
て
断
続
的
に
起
し
た
山
相

論
を
分
析
す
る
。
そ
れ
は
、
繰
り
返
さ
れ
る
相
論
の
態
様
と
解
決
過
程
が
村
社
会
に
お
け
る
領
域
秩
序
の
生
成
か
ら
公
儀
提
出
の
国
絵
図

記
載
内
容
ま
で
を
貫
通
し
て
問
題
を
提
起
し
、
右
に
述
べ
た
伝
統
日
本
社
会
と
近
世
領
域
支
配
と
の
構
造
的
関
連
を
鮮
や
か
に
描
き
出
し

て
く
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

｜
貞
享
四
年
に
お
け
る
山
相
論
の
発
生
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御
領
分
久
住
山
と
竹
田
領
朽
網
山
之
間
二
有
之
論
所
秋
日
山
江
久
住
之
者
共
薪
取
二
参
候
処
二
、
竹
田
領
之
者
共
よ
り
な
た
・
斧
を

と
ら
れ
申
儀
二
付
一
巻
之
覚
書
帳

と
あ
り
、
貞
享
四
年
（
一
六
八
七
）
に
熊
本
藩
領
久
住
手
永
の
村
々
と
竹
田
領
つ
ま
り
岡
藩
領
の
村
々
と
の
間
で
発
生
し
た
山
相
論
の
態

様
と
相
論
継
続
の
歴
史
的
経
緯
、
そ
し
て
解
決
ま
で
の
過
程
を
、
当
事
者
の
百
姓
や
庄
屋
・
惣
庄
屋
・
御
郡
奉
行
か
ら
提
出
さ
れ
た
口
上

書
を
引
用
し
な
が
ら
、
じ
つ
に
生
々
し
く
記
録
し
て
い
る
。
作
成
主
体
は
御
郡
間
付
き
の
役
人
で
あ
る
と
推
察
さ
れ
る
。
ま
た
同
じ
細
川

家
文
書
中
の
「
久
住
山
秋
日
山
之
儀
二
付
覚
帳
」
（
目
録
番
号
一
四
、
一
九
、
六
○
）
は
、
こ
の
帳
簿
の
要
約
版
と
し
て
の
性
格
を
も
つ
。

以
下
、
前
者
を
「
覚
帳
Ａ
」
、
後
者
を
「
覚
帳
Ｂ
」
と
し
て
、
記
事
を
引
用
し
な
が
ら
検
討
を
す
す
め
よ
う
。

剣
Ｔ
‘
ｊ
ノ
』
み
、
１

し
て
い
た
。

い
ま
、
畔

五
九
）
。
そ

ｒ
ぃ
御
柳
刻
刻
〃
剥
個
公
刊
握
甥
犬
廻
導
入
虫
画
１
Ｌ
釦
鮒
７
錠
と
砿
心
小
永
喝
手
八
判
籾
と
に
Ｊ
ｔ
ｆ
α
ご
斗
八

各
郡
は
村
々
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
が
、
郡
と
村
の
中
間
に
は
「
手
永
」
と
呼
ば
れ
る
地
域
行
政
機
構
が
設
置
さ
れ
た
。
一
郡
一
手
永

で
あ
っ
た
山
本
郡
を
例
外
と
し
て
、
各
郡
に
は
二
か
ら
六
の
手
永
が
置
か
れ
、
そ
の
規
模
は
五
百
十
八
石
四
升
余
の
久
木
野
手
永
を
最
小

と
し
、
最
大
の
竹
迫
手
永
は
二
万
六
千
七
百
六
十
石
で
あ
っ
た
。
各
手
永
に
は
惣
庄
屋
が
置
か
れ
た
が
、
初
期
に
は
殆
ど
の
場
合
、
在
地

の
土
豪
的
な
有
力
者
が
任
命
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
惣
庄
屋
の
執
務
場
所
で
あ
っ
た
手
永
会
所
に
は
役
宅
の
ほ
か
年
貢
収
納
用
の
蔵

や
籾
蔵
、
さ
ら
に
龍
屋
な
ど
が
設
置
さ
れ
、
百
姓
ら
も
出
入
り
す
る
地
域
行
政
の
拠
点
と
し
て
機
能
し
た
。
さ
ら
に
、
各
手
永
内
の
村
々

に
は
村
庄
屋
・
村
役
人
が
存
在
し
、
そ
の
責
任
の
も
と
で
村
は
手
永
内
に
お
け
る
年
貢
・
諸
役
の
請
負
主
体
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い

た
。

こ
の
よ
う
に
熊
本
藩
領
に
お
い
て
は
、
各
村
の
村
庄
屋
・
村
役
人
、
各
手
永
の
惣
庄
屋
、
各
郡
の
御
郡
奉
行
、
藩
庁
の
御
郡
間
・
郡
方

人
、
そ
し
て
奉
行
衆
・
家
老
衆
と
い
う
、
村
庄
屋
・
村
役
人
を
基
底
に
お
い
て
重
積
的
に
系
統
だ
っ
た
行
政
機
構
が
編
制
さ
れ
、
機
能

そ
α
↓
菰
剣
や
に
側

財
団
法
人
永
青
文
庫
所
蔵
の
細
川
家
文
書
の
う
ち
に
じ
つ
に
興
味
深
い
帳
簿
か
遺
さ
れ
て
い
る
（
目
録
番
号
一
四
、
一
九
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熊
本
の
郡
方
・
御
郡
間
に
事
件
の
発
生
が
知
ら
さ
れ
た
の
は
、
貞
享
四
年
三
月
十
四
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
（
覚
帳
Ａ
）
。

一
、
貞
享
四
年
三
月
十
四
日
、
久
住
御
郡
奉
行
関
惣
左
衛
門
罷
出
被
申
聞
候
ハ
、
竹
田
領
与
当
御
領
論
所
之
内
秋
日
山
と
申
所
へ
今

月
九
日
久
住
町
清
三
郎
・
八
兵
衛
・
加
平
次
、
ひ
も
り
村
次
郎
助
と
申
者
四
人
、
薪
を
取
二
参
候
之
処
、
竹
田
領
石
原
村
之
百
姓

大
勢
出
合
、
右
清
三
郎
・
次
郎
助
持
居
候
な
た
・
斧
を
取
申
候
、
八
兵
衛
・
加
平
次
ハ
と
ら
れ
不
申
由
、
小
林
次
兵
衛
方
よ
り
申

来
候
由
二
而
、
次
兵
衛
よ
り
之
出
状
を
写
持
参
被
申
紙
面
左
之
通
二
候
、

一
、
只
今
筑
紫
庄
内
罷
出
内
意
之
由
二
而
申
候
者
、
一
昨
九
日
ニ
久
住
町
清
三
郎
・
八
兵
衛
・
加
平
次
、
ひ
も
り
村
次
郎
助
と
申

者
四
人
、
久
住
山
御
論
所
秋
日
山
と
申
候
二
薪
を
取
二
参
候
処
、
竹
田
領
石
原
村
よ
り
百
姓
大
勢
出
合
、
右
清
三
郎
・
次
郎
助

持
居
候
な
た
・
ち
ゃ
う
の
を
取
申
候
、
八
兵
衛
・
加
平
次
ハ
と
ら
れ
不
申
候
、
右
四
人
共
二
罷
帰
候
、
就
夫
、
右
之
者
共
段
、

あ
き
う
す
山
二
参
、
彼
地
之
者
之
な
た
・
か
ま
を
取
候
様
二
仕
候
て
ハ
如
何
可
有
御
座
哉
と
申
候
二
付
、
庄
内
申
候
ハ
、
先
左

様
成
儀
者
不
仕
候
様
二
申
付
候
へ
と
、
只
今
庄
内
罷
出
内
意
申
候
二
付
、
先
拙
者
ハ
不
承
分
二
仕
、
彼
方
之
な
た
な
と
取
候
儀

者
曽
而
不
入
事
候
間
、
堅
不
参
候
様
二
申
付
候
へ
と
庄
内
二
申
付
候
か
御
存
知
之
通
、
常
々
左
様
之
儀
調
敷
申
付
儀
御
座
候
処
、

今
度
右
論
所
二
参
候
儀
兎
角
可
申
様
茂
無
之
不
届
二
存
候
、
然
共
只
今
彼
者
共
何
共
可
仕
様
無
之
候
、
先
御
惣
庄
屋
も
不
承
分

二
仕
置
候
由
庄
内
申
候
、
扱
も
ノ
、
気
毒
千
万
、
瀧
水
村
之
儀
も
好
明
不
申
内
二
、
ケ
様
之
儀
出
来
、
苦
々
敷
存
候
、
庄
内
申

候
者
、
前
々
も
竹
田
領
之
者
之
な
た
・
か
ま
・
脇
差
な
と
も
彼
山
二
而
此
方
之
者
取
申
候
者
、
子
今
右
之
脇
差
な
と
ハ
御
座
候

由
申
候
二
付
、
左
様
成
物
者
む
さ
と
不
仕
御
惣
庄
屋
方
へ
預
置
可
然
と
申
付
候
、
今
度
之
首
尾
右
之
様
子
二
而
も
只
今
何
共
可

仕
様
無
御
座
事
候
、
曾
而
先
私
ハ
不
承
分
二
仕
居
申
候
、
此
儀
如
何
思
召
候
哉
、
御
奉
行
中
迄
御
内
意
を
可
被
仰
上
候
哉
、
何

共
私
了
簡
二
及
不
申
候
、
先
年
右
之
秋
臼
山
之
儀
者
、
御
取
遣
御
座
候
由
承
候
、
然
共
い
か
様
二
好
明
候
段
者
覚
不
申
由
庄
内

な
と
も
申
候
、
彼
方
領
分
に
て
御
座
候
ヘ
ハ
な
た
・
ち
や
う
の
と
ら
れ
候
て
も
可
仕
様
無
之
事
二
候
て
も
、
御
論
所
と
申
候
ヘ

ハ
、
其
分
二
而
召
置
候
而
ハ
如
何
存
候
、
己
上

三
月
十
一
日
小
林
次
兵
衛
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て
樹
岬
恥
成
さ
れ

村
で
あ
っ
た
。

関
惣
左
衛
門
殿

こ
の
日
、
熊
本
に
あ
っ
た
久
住
御
郡
奉
行
の
関
惣
左
衛
門
が
御
郡
間
に
出
頭
し
て
報
告
し
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
竹
田
領
と
熊
本
領
と

の
「
論
所
」
の
内
部
に
あ
る
「
秋
日
山
」
に
、
熊
本
領
久
住
町
・
飛
森
村
（
と
も
に
現
大
分
県
久
住
町
）
の
百
姓
四
名
が
薪
取
り
に
入
っ

た
と
こ
ろ
、
竹
田
領
石
原
村
（
同
前
）
の
百
姓
ら
が
「
大
勢
出
合
」
い
、
四
名
の
う
ち
二
名
の
所
持
す
る
銘
・
斧
を
奪
う
事
態
と
な
り
、

藩
領
境
を
越
え
た
山
相
論
が
発
生
し
た
の
で
あ
っ
た
。
事
件
の
第
一
報
を
熊
本
の
関
に
伝
え
た
の
は
、
現
地
久
住
の
郡
代
役
所
に
勤
務
し

て
い
た
御
郡
奉
行
小
林
次
兵
衛
の
書
状
で
あ
っ
た
。
右
に
引
用
し
た
よ
う
に
、
覚
帳
Ａ
は
三
月
十
一
日
付
け
の
小
林
の
関
宛
書
状
を
写
し

て
い
る
が
、
そ
の
冒
頭
に
よ
る
と
、
事
件
発
生
の
報
を
郡
代
役
所
に
い
た
小
林
に
伝
え
た
の
は
「
筑
紫
庄
内
」
と
い
う
人
物
で
あ
っ
た
。

彼
は
久
住
手
永
惣
庄
屋
の
久
住
（
飯
田
）
弥
右
衛
門
の
弟
と
推
察
さ
れ
る
（
８
）
。

一
方
の
当
事
者
と
な
っ
た
久
住
町
・
飛
森
村
を
含
む
肥
後
藩
領
久
住
手
永
の
惣
石
高
は
二
千
六
百
四
十
五
石
余
、
十
八
の
村
町
に
よ
っ

て
構
成
さ
れ
、
な
か
に
は
複
数
の
小
村
を
含
む
村
も
あ
っ
た
。
ち
な
み
に
飛
森
村
は
村
高
四
百
四
十
九
石
余
の
阿
蔵
野
村
に
含
ま
れ
る
小

（
二
）
相
論
の
基
本
的
性
格

以
上
を
念
頭
に
置
い
た
う
え
で
、
小
林
の
書
状
か
ら
相
論
の
性
格
を
読
み
取
っ
て
み
よ
う
。
第
一
に
注
目
す
べ
き
は
、
「
竹
田
領
石
原

村
よ
り
百
姓
大
勢
出
合
、
右
清
三
郎
・
次
郎
助
持
居
候
な
た
・
ち
ゃ
う
の
を
取
申
候
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
百
姓
が
集
団
と
し
て
実
力

一
方
の
岡
藩
領
に
お
け
る
領
域
支
配
体
制
は
熊
本
藩
領
の
手
永
制
度
に
よ
く
似
た
一
組
・
千
石
庄
屋
制
度
」
を
と
っ
て
い
た
く
こ
れ

は
村
高
の
合
計
約
千
石
ご
と
に
村
々
を
統
括
す
る
「
組
」
を
設
置
し
、
組
ご
と
に
「
千
石
庄
屋
」
を
任
命
す
る
行
政
制
度
で
あ
り
、
組
の

も
と
の
村
々
に
は
ほ
ぼ
二
・
三
力
村
単
位
で
「
小
庄
屋
」
が
任
命
さ
れ
た
。
岡
藩
の
地
方
支
配
制
度
は
、
本
百
姓
ｌ
小
庄
屋
・
村
役
人
１

千
石
庄
屋
ｌ
郡
奉
行
ｌ
藩
当
局
と
い
う
、
熊
本
藩
と
ほ
ぼ
同
様
な
重
積
的
な
系
統
の
組
織
で
あ
っ
た
《
，
）
。
ち
な
み
に
、
紛
争
当
事
者
の
石

原
村
（
現
大
分
県
久
住
町
）
は
、
有
氏
組
に
属
す
る
村
で
あ
っ
た
。
（
以
上
、
相
論
関
係
地
図
を
参
照
）
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を
行
使
し
、
相
手
か
ら
山
道
具
を
奪
取
す
る
と
い
う
相
論
の
様
相
で
あ
る
。
書
状
の
後
半
で
惣
庄
屋
の
弟
の
庄
内
が
「
前
々
も
竹
田
領
之

者
之
な
た
・
か
ま
・
脇
差
な
と
も
彼
山
二
而
此
方
之
者
取
申
候
者
、
干
今
右
之
脇
差
な
と
ハ
御
座
候
」
と
述
べ
た
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

山
道
具
や
脇
差
の
奪
取
行
為
は
こ
の
秋
日
山
で
以
前
か
ら
お
互
い
に
繰
り
返
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
十
七
世
紀
に
な
っ
て
も
百
姓
が

脇
差
を
身
に
帯
び
て
い
た
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
が
、
山
道
具
や
脇
差
の
係
争
地
に
お
け
る
奪
取
は
村
共
同
体
が
山
野
用
益
の
排
他
的
領
有

権
Ⅱ
「
当
知
行
」
を
主
張
す
る
、
中
世
以
来
の
伝
統
的
行
為
で
あ
っ
た
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
た
だ
し
、
武
器
の
行
使
を
伴
っ
て
い
な
い

点
は
中
世
段
階
と
の
相
違
と
し
て
注
意
す
べ
き
で
あ
り
、
豊
臣
の
喧
嘩
停
止
令
以
来
、
村
落
間
相
論
に
お
け
る
武
器
行
使
の
抑
制
が
在
地

社
会
に
定
着
し
て
き
た
事
実
を
示
す
も
の
と
い
え
よ
う
（
”
）
。

相
論
の
伝
統
的
特
質
を
示
す
点
と
し
て
、
第
二
に
、
山
道
具
を
奪
わ
れ
た
久
住
側
の
百
姓
ら
が
筑
紫
庄
内
に
「
あ
き
う
す
山
二
参
、
彼

地
之
者
之
な
た
・
か
ま
を
取
候
様
二
仕
候
て
ハ
如
何
可
有
御
座
哉
」
と
述
べ
て
、
係
争
地
た
る
秋
日
山
に
お
い
て
竹
田
領
側
の
百
姓
の
山

道
具
を
取
り
返
そ
う
と
主
張
し
て
い
た
事
実
が
注
目
さ
れ
る
。
十
七
世
紀
初
頭
の
近
江
国
の
山
論
で
は
、
奪
わ
れ
た
山
道
具
を
奪
い
返
す

こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
当
該
の
領
域
に
対
す
る
相
手
方
の
当
知
行
を
認
め
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
社
会
的
ル
ー
ル
が
存
在
し
た
こ
と
が

知
ら
れ
て
い
る
が
（
叩
）
、
こ
の
場
合
の
当
事
者
百
姓
の
報
復
志
向
も
同
様
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
前
掲
の
報
告
で
中
・
近
世
の
境

相
論
を
つ
ら
ぬ
く
「
当
知
行
主
義
」
と
表
現
し
た
の
は
、
こ
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

第
三
に
興
味
深
い
の
は
、
九
日
の
事
件
発
生
か
ら
現
地
の
御
郡
奉
行
の
小
林
に
報
告
が
な
さ
れ
る
ま
で
二
日
が
経
っ
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
小
林
が
詰
め
る
郡
代
役
所
は
手
永
会
所
と
同
じ
久
住
町
内
に
あ
っ
た
熊
本
藩
御
茶
屋
の
敷
地
内
に
設
置
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
《
蝿
）
、

か
つ
久
住
町
は
相
論
当
事
者
の
百
姓
三
名
が
所
属
す
る
在
所
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
御
郡
奉
行
は
、
相
論
の
現
場
に
お
り
な
が
ら
、
初
動
の

対
応
の
野
外
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
事
後
報
告
を
受
け
た
小
林
は
庄
内
に
対
し
て
「
先
左
様
成
儀
（
山
道
具
の
取
り
返
し
）
者

不
仕
候
様
二
（
百
姓
ら
に
）
申
付
候
へ
」
と
述
べ
る
の
が
精
一
杯
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
二
日
間
は
、
当
事
者
百
姓
及
び
村
共
同
体
成
員
の

報
復
感
情
を
沈
静
化
し
、
竹
田
領
側
の
村
役
人
と
の
交
渉
の
途
を
模
索
す
る
た
め
に
惣
庄
屋
兄
弟
や
村
の
古
老
が
要
し
た
時
間
と
考
え
て

よ
い
だ
ろ
う
。
相
論
へ
の
対
応
は
、
ま
ず
在
地
の
有
力
者
で
役
人
で
あ
る
惣
庄
屋
・
村
庄
屋
以
下
の
レ
ベ
ル
で
は
か
ら
れ
、
そ
こ
に
は
御
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①
に
よ
れ
ば
、
か
ね
て
か
ら
小
林
は
管
轄
下
の
百
姓
衆
に
「
論
所
」
に
は
立
ち
入
ら
な
い
よ
う
に
と
指
導
し
て
お
り
、
今
回
そ
こ
に
久
住

側
か
ら
立
ち
入
っ
た
こ
と
自
体
を
「
不
届
」
だ
と
評
価
し
、
②
で
は
現
場
が
竹
田
領
の
領
分
な
ら
山
道
具
を
奪
わ
れ
て
も
仕
方
な
い
が
、

「
御
論
所
」
で
あ
る
秋
日
山
で
奪
わ
れ
た
も
の
を
そ
の
ま
ま
放
置
す
る
の
は
問
題
で
あ
る
、
と
上
申
し
て
い
る
。

引
用
記
事
の
冒
頭
に
あ
る
よ
う
に
、
秋
日
山
は
「
論
所
」
空
間
の
内
部
に
存
在
す
る
山
で
あ
っ
た
。
百
姓
の
立
ち
入
り
が
厳
し
く
制
限

さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
隣
領
の
村
の
排
他
的
用
益
（
当
知
行
）
を
許
容
す
べ
き
で
な
い
、
境
界
領
域
と
し
て
の
「
論
所
」
と
は
、
い
か
な

る
歴
史
的
性
格
を
も
つ
空
間
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
は
、
そ
の
形
成
過
程
の
分
析
を
つ
う
じ
て
、
次
章
で
論
じ
る
こ
と
と
し
よ

、
『
ノ
○

ワ
で
－
』
て
曾
却
肌
瞳
卜
こ
口
才
・
に
こ
ひ
型
州
『
前
α
枢
駒
椛
学
勉
圭
●
塗
ス
『
名
軍
ヲ
画
ス
て
鱈
瓦
私
当
旦
亜
最
も
と
州
て
ふ
α
司
盾
、
刀
窒
后
〃
＃
０
α
怨
柾
エ
糊
華
毒
茅
叩
刈
狸
桐
α
理
〃
α
調
詞
一
一
巨
胸
い

示
さ
れ
る
係
争
地
秋
日
山
の
「
論
所
」
と
し
て
の
性
格
が
問
題
と
な
る
。

①
御
存
知
之
通
、
常
々
左
様
之
儀
槻
敷
申
付
儀
御
座
候
処
、
今
度
右
論
所
二
参
候
儀
兎
角
可
申
様
茂
無
之
不
屈
二
存
候

②
彼
方
領
分
に
て
御
座
候
ヘ
ハ
な
た
・
ち
ゃ
う
の
と
ら
れ
候
て
も
可
仕
様
無
之
事
二
候
て
も
、
御
論
所
と
申
候
ヘ
ハ
、
其
分
二
而
召
置

調
恒
垂
旬
茅
‐
恥
牝
剛
胴
上
一
口
士
電
ヨ
ソ
記
」
，
剣
舗
珂
″
ｒ
０
．
１
．
歩
〃
肝
い
価
吋
剖
り
ふ
出
調
剤
Ｉ
Ｌ
ｖ
Ｌ
Ｇ
牢
十
幽
岡
＆
こ
ふ
４
斗
八
郷
翻
坐
に
卜
い
町
凹
〃
Ｕ
ノ
錐
秘
弱
個
華
互
・
茅
ｌ
昨
い
－
叶
い
，
韓
掘
」
Ｌ
」
１
Ｌ
一
ｔ
珪
守
旬
地
ふ
″
姻
却
仁
ご

さ
れ
、
そ
こ
で
は
じ
め
て
熊
本
に
連
絡
が
取
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

こ
の
よ
う
に
、
十
七
世
紀
末
の
藩
領
境
の
山
野
に
も
、
村
レ
ベ
ル
の
当
知
行
主
義
の
伝
統
の
も
と
山
道
具
や
脇
差
の
奪
い
合
い
が
繰
り

返
さ
れ
る
紛
争
地
帯
が
、
確
か
に
横
た
わ
っ
て
お
り
、
そ
う
し
た
紛
争
へ
の
一
次
的
な
対
応
は
、
惣
庄
屋
以
下
の
在
地
の
人
々
に
よ
っ
て

な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
ｃ

そ
し
て
第
四
に
、
こ
れ
は
｝

三
一
二
詞
沼
辿
一
言
辰
ケ
ｕ
圭
沌
式
皿

書
状
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
時
期
、
阿
蘇
・
久
住
郡
奉
行
の
管
轄
下
で
は
、
肥
後
・
豊
後
国
境
の
「
瀧
水
村
」
（
現
熊
本

候
而
ハ
如
何
存
候
、
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県
波
野
村
）
に
つ
い
て
も
竹
田
銀
と
の
粍
論
か
発
生
し
て
い
た
く
二
つ
の
国
境
論
を
花
え
込
ん
だ
現
地
の
街
郡
奉
行
小
林
は
、
熊
本
の
関

に
藩
の
「
御
奉
行
中
」
に
対
応
を
託
す
よ
う
依
頼
し
て
い
る
。
覚
帳
Ａ
に
よ
れ
ば
、
小
林
の
書
状
は
関
か
ら
御
郡
間
付
き
役
人
を
経
て
郡

方
役
人
の
氏
家
甚
左
衛
門
・
柏
原
新
左
衛
門
方
の
披
見
に
即
日
入
れ
ら
れ
、
さ
ら
に
そ
の
日
の
う
ち
に
両
人
か
ら
月
番
家
老
の
山
名
十
左

衛
門
へ
と
上
申
さ
れ
、
「
甚
左
衛
門
・
新
左
衛
門
・
奉
行
中
・
御
目
付
中
讃
談
」
に
付
さ
れ
た
の
ち
、
十
六
日
に
は
藩
主
一
門
で
家
老
の

長
岡
佐
渡
守
宅
で
の
家
老
衆
の
「
御
寄
合
」
の
議
題
と
な
り
、
以
下
の
よ
う
な
当
座
の
対
処
策
が
決
定
さ
れ
た
。

第
一
に
、
山
道
具
を
「
返
様
二
取
申
儀
」
、
す
な
わ
ち
百
姓
の
自
力
に
よ
る
山
道
具
の
取
り
返
し
を
、
惣
庄
屋
に
厳
し
く
規
制
さ
せ
、

竹
田
側
か
ら
道
具
を
返
還
す
る
申
し
出
が
あ
っ
た
場
合
に
の
み
こ
れ
を
受
け
取
る
こ
と
。

第
二
に
、
事
件
は
「
竹
田
領
」
そ
の
も
の
に
立
ち
入
っ
て
薪
を
採
集
し
た
も
の
で
は
な
い
が
、
か
ね
て
か
ら
の
御
郡
奉
行
の
指
示
に
背

い
て
「
御
論
所
」
に
入
っ
て
薪
を
取
っ
た
百
姓
ら
の
行
為
は
「
不
届
」
で
あ
る
の
で
、
当
事
者
の
百
姓
四
人
を
久
住
手
永
会
所
の
「
在
寵
」

に
入
れ
置
き
、
今
後
の
対
応
に
つ
い
て
は
現
地
か
ら
郡
方
「
役
人
中
」
へ
の
報
告
を
待
っ
て
指
示
す
る
こ
と
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
覚
帳
Ａ
の
当
該
部
分
の
但
書
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
の
が
重
要
で
あ
る
。

但
右
四
人
之
者
共
、
愛
元
へ
可
召
篭
置
哉
、
在
篭
二
可
入
置
哉
、
讃
談
可
仕
旨
二
付
、
在
龍
二
被
入
置
候
て
ハ
在
中
之
も
の
耕
作
之

時
分
、
番
等
如
何
二
候
へ
と
も
、
所
之
者
し
ま
り
二
も
成
、
又
竹
田
へ
之
聞
へ
之
た
め
二
も
候
間
、
久
住
之
寵
二
被
入
置
二
而
も
可

有
御
座
哉
と
申
達
候
処
、
其
通
可
然
思
召
候
、
弥
右
之
通
沙
汰
可
仕
旨
候
事
、

四
人
の
百
姓
を
熊
本
の
寵
に
入
れ
る
か
久
住
手
永
会
所
の
龍
に
入
れ
る
か
が
長
岡
宅
で
の
寄
合
で
問
題
と
な
り
、
久
住
の
寵
に
入
れ
れ

ば
耕
作
の
季
節
で
あ
る
の
に
龍
の
番
役
な
ど
の
負
担
が
「
在
中
之
も
の
」
に
生
じ
て
し
ま
っ
て
不
適
当
だ
と
の
意
見
が
出
て
い
る
。
龍
の

番
を
百
姓
（
頭
百
姓
以
下
の
村
役
人
か
）
が
勤
め
る
と
い
う
の
も
興
味
深
い
事
実
だ
が
、
な
ら
ん
で
重
要
な
の
は
、
寄
合
が
こ
の
意
見
を

退
け
て
久
住
の
篭
に
入
れ
る
べ
き
だ
と
決
定
し
た
理
由
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
所
之
者
し
ま
り
」
に
な
り
、
「
竹
田
へ
之
聞
へ
之
た
め
」
に

も
な
る
と
い
う
郡
方
の
意
見
で
あ
っ
た
。
前
者
は
当
事
者
を
拘
束
す
る
こ
と
で
集
団
と
し
て
の
報
復
感
情
を
抑
え
る
こ
と
を
、
後
者
は
秋

日
山
は
竹
田
領
で
は
な
く
て
、
あ
く
ま
で
「
論
所
」
で
あ
り
、
そ
こ
に
入
っ
て
薪
を
採
取
し
た
た
め
に
龍
に
入
れ
置
い
た
と
い
う
こ
と
を
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竹
田
側
に
示
し
、
「
論
所
」
維
持
の
姿
勢
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
龍
屋
へ
の
拘
禁
と
い
う
当
事
者
百

姓
へ
の
厳
し
い
処
置
は
単
な
る
制
裁
で
は
な
く
、
相
論
を
交
渉
に
よ
っ
て
解
決
す
る
た
め
の
手
段
で
も
あ
っ
た
。

第
三
に
、
久
住
の
篭
に
入
れ
置
い
た
当
事
者
百
姓
か
ら
、
事
件
の
顛
末
を
記
し
た
「
口
書
」
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。

以
上
の
決
定
事
項
は
即
刻
、
御
郡
奉
行
関
惣
左
衛
門
に
長
岡
佐
渡
守
宅
で
言
い
渡
さ
れ
、
関
か
ら
現
地
の
御
郡
奉
行
小
林
次
兵
衛
に
連

絡
さ
れ
て
惣
庄
屋
弥
右
衛
門
・
筑
紫
庄
内
の
も
と
で
在
篭
へ
の
拘
禁
が
執
行
さ
れ
、
口
書
四
通
（
う
ち
一
通
は
百
姓
二
名
の
連
判
）
が
作

成
さ
れ
て
、
現
地
の
小
林
か
ら
熊
本
の
関
へ
と
送
ら
れ
、
関
か
ら
御
郡
間
へ
と
提
出
さ
れ
、
す
ぐ
さ
ま
家
老
の
山
名
十
左
衛
門
が
こ
れ
を

読
み
、
四
月
六
日
の
「
御
寄
合
」
で
検
討
さ
れ
た
。

こ
れ
ら
の
う
ち
で
興
味
深
い
の
は
、
桐
迫
村
頭
百
姓
次
郎
左
衛
門
が
三
月
廿
二
日
付
け
で
惣
庄
屋
・
御
郡
奉
行
三
名
・
奉
行
所
宛
に
提

出
し
た
口
上
書
（
桐
迫
村
庄
屋
の
判
形
あ
り
）
で
あ
る
（
覚
帳
Ａ
）
。
こ
の
人
物
は
相
論
の
当
事
者
で
は
な
か
っ
た
が
、
お
そ
ら
く
惣
庄

屋
の
指
示
で
相
論
に
関
す
る
竹
田
領
内
の
情
報
（
「
物
沙
汰
」
）
を
得
る
た
め
に
、
知
人
の
有
氏
組
寺
向
村
の
目
医
師
惣
兵
衛
の
も
と
に

「
目
薬
少
々
所
望
」
と
称
し
て
出
向
き
、
話
を
聞
き
出
し
た
と
い
う
。
そ
れ
を
ま
と
め
た
口
上
書
に
は
、
肥
後
側
の
当
事
者
百
姓
が
在
龍

に
拘
禁
さ
れ
た
こ
と
は
す
で
に
竹
田
側
に
も
知
ら
れ
て
お
り
、
岡
藩
も
相
論
の
調
査
の
た
め
に
有
氏
組
の
千
石
庄
屋
伝
太
夫
、
惣
兵
衛
の

子
息
市
郎
左
衛
門
・
石
原
村
四
郎
左
衛
門
の
三
名
を
竹
田
に
召
喚
し
て
い
る
こ
と
、
有
氏
組
の
百
姓
た
ち
は
肥
後
側
の
百
姓
の
山
道
具
を

「
押
取
」
っ
た
こ
と
を
「
首
尾
能
」
と
し
て
「
何
茂
悦
申
」
し
て
い
る
と
の
情
報
が
記
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
家
老
の
山
名
十
左
衛
門
は
、
か
つ
て
の
秋
日
山
で
の
相
論
で
竹
田
領
百
姓
か
ら
奪
っ
た
山
道
具
・
脇
差
を
久
住
百
姓
ら
が
い

ま
も
所
持
し
て
い
る
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
郡
方
に
調
査
を
命
じ
、
そ
の
意
向
は
現
地
の
御
郡
奉
行
小
林
次
兵
衛
か
ら
惣
庄
屋
へ
と
伝
達

さ
れ
、
三
月
廿
二
日
付
け
で
筑
紫
庄
内
に
あ
て
た
久
住
町
の
百
姓
四
名
連
判
の
口
上
書
が
作
成
さ
れ
、
そ
れ
は
小
林
に
よ
っ
て
熊
本
に
届

口
上
書
に
は
久
住
町
の
百
姓
に
伝
え
ら
れ
て
き
た
秋
日
山
で
の
相
論
の
歴
史
が
叙
述
さ
れ
て
い
る
（
覚
帳
Ａ
）
。
十
一
年
前
に
死
去
し

た
小
右
衛
門
と
い
う
百
姓
が
常
々
語
っ
て
い
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
彼
が
若
か
っ
た
時
分
に
、
秋
日
山
の
隣
の
志
水
山
で
炭
焼
き
を
し
て

さ
れ
、
三
口

け
ら
れ
た
。
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二
）
一
論
所
」
α
丹
毒
剛

こ
の
相
論
の
原
因
は
、
肥
後
側
が
「
論
所
」
と
認
識
す
る
秋
日
山
に
対
し
て
、
竹
田
側
が
排
他
的
な
用
益
権
（
当
知
行
）
を
主
張
し
て

山
道
具
を
奪
取
し
た
こ
と
に
あ
っ
た
。
熊
本
藩
の
家
老
衆
と
郡
方
役
人
衆
は
、
「
論
所
」
と
し
て
の
秋
日
山
の
歴
史
的
性
格
を
知
る
た
め

に
、
藩
当
局
に
蓄
積
さ
れ
て
い
る
文
書
群
の
調
査
を
開
始
し
た
。

御
郡
間
付
き
の
役
人
ら
が
最
初
に
調
査
し
た
の
は
、
領
国
支
配
の
基
本
台
帳
で
あ
る
絵
図
（
国
絵
図
）
・
郷
帳
・
山
帳
で
あ
っ
た
が
、

い
る
と
有
氏
組
の
千
石
庄
屋
が
「
大
勢
」
を
引
き
連
れ
て
「
行
会
」
い
、
「
喧
嘩
」
と
な
り
、
そ
の
と
き
千
石
庄
屋
が
指
し
て
い
た
脇
差

を
取
っ
て
帰
っ
た
の
が
、
最
も
古
い
相
論
の
記
憶
で
あ
る
が
、
そ
の
脇
差
は
い
ま
ど
こ
に
あ
る
か
わ
か
ら
な
い
。
山
道
具
を
奪
い
合
う
よ

う
な
相
論
の
最
後
は
十
一
・
二
年
前
で
、
「
若
き
者
」
を
中
心
と
し
た
大
勢
で
の
実
力
行
使
が
な
さ
れ
た
と
い
う
。
そ
の
時
に
奪
取
し
た

山
道
具
は
、
帰
り
道
に
捨
て
た
り
、
相
手
に
懇
願
さ
れ
た
の
で
返
還
し
た
り
し
た
の
で
、
現
在
は
所
持
し
て
い
な
い
。
久
住
町
百
姓
ら
は

こ
の
よ
う
に
述
べ
て
、
山
道
具
や
脇
差
を
惣
庄
屋
に
提
出
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
。
こ
の
口
上
書
は
山
名
十
左
衛
門
の
披
見
に
入
れ
ら
れ

た
が
、
山
名
が
脇
差
や
山
道
具
に
つ
い
て
こ
れ
以
上
の
追
及
を
し
た
形
跡
は
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
相
論
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
情
報
は
、
村
庄
屋
・
百
姓
↓
手
永
惣
庄
屋
↓
御
郡
奉
行
↓
藩
庁
の
御
郡
間
・
郡
方
役
人
↓
奉

行
衆
・
家
老
衆
と
い
う
、
藩
の
領
域
支
配
の
機
構
を
つ
う
じ
て
、
口
上
書
に
よ
っ
て
伝
達
さ
れ
て
藩
中
枢
へ
と
入
る
。
相
論
の
歴
史
を
ま

と
め
た
百
姓
の
口
上
書
が
惣
庄
屋
の
弟
で
あ
る
筑
紫
庄
内
宛
で
あ
っ
た
こ
と
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
郡
方
の
役
人
な
ど
が
現
地
に
派
遣
さ

れ
て
調
査
に
当
た
る
の
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
情
報
は
頭
百
姓
・
村
庄
屋
・
惣
庄
屋
の
責
任
で
も
っ
て
上
申
さ
れ
た
点
は
、
き
わ
め
て
重

要
で
あ
る
。
ま
た
、
龍
屋
の
番
役
が
久
住
の
百
姓
（
村
役
人
）
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
こ
と
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
家
老
中
の
決
定
事
項
を

現
地
で
執
行
す
る
の
も
惣
庄
屋
以
下
の
百
姓
で
あ
っ
た
。
こ
の
原
則
は
相
論
解
決
の
過
程
ま
で
守
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

一
一

｜
論
所
」
の
生
成
と
匡
給
区
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性
格
が
明
ら
か
と
な
る
。

判
断
を
伝
え
て
い
る
。

次
に
郡
方
で
は
、
秋
日
山
が
「
論
所
」
と
な
っ
た
の
は
い
つ
頃
の
こ
と
か
調
査
せ
よ
、
と
い
う
家
老
衆
の
指
示
に
し
た
が
っ
て
、
文
庫

の
「
古
キ
書
付
共
」
（
覚
帳
Ｂ
）
の
中
か
ら
関
係
資
料
を
探
し
出
す
こ
と
に
成
功
し
、
家
老
衆
に
提
出
し
た
。
覚
帳
Ａ
に
よ
れ
ば
、
そ
れ

は
当
該
地
域
の
山
相
論
に
か
ら
ん
で
、
か
つ
て
作
成
・
提
出
さ
れ
た
百
姓
の
口
上
書
三
通
を
含
む
四
通
の
文
書
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は

「
論
所
」
生
成
の
過
程
を
示
す
以
下
の
三
通
を
検
討
す
る
。

ａ
正
保
二
年
（
一
六
四
五
）
十
二
月
十
七
日
久
住
庄
屋
他
五
名
連
判
口
上
書
惣
庄
屋
・
御
郡
奉
行
宛

ｂ
正
保
四
年
（
一
六
四
七
）
二
月
十
八
日
中
川
・
松
平
・
細
川
三
家
役
人
連
判
護
文

ｃ
寛
文
二
年
（
一
六
六
二
）
三
月
十
八
日
久
住
村
百
姓
三
名
連
判
口
上
書
御
郡
奉
行
宛

ａ
と
Ｃ
は
熊
本
藩
領
久
住
の
百
姓
が
提
出
し
た
口
上
書
、
ｂ
は
中
川
・
松
平
・
細
川
三
家
の
役
人
が
作
成
し
た
讃
文
で
あ
り
、
ａ
と
ｂ

は
正
保
国
絵
図
の
作
成
過
程
で
、
ｃ
は
「
久
住
獄
」
で
小
規
模
な
水
蒸
気
爆
発
が
起
き
て
山
の
地
形
に
変
化
が
生
じ
た
こ
と
に
よ
っ
て
竹

田
側
と
の
緊
張
が
高
ま
っ
た
と
き
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
覚
帳
Ａ
に
写
さ
れ
た
こ
れ
ら
文
書
に
よ
っ
て
、
藩
領
境
の
「
論
所
」
の

い
ず
れ
に
も
秋
日
山
の
名
は
見
え
ず
、
覚
帳
Ｂ
は
「
久
住
山
之
内
之
小
名
二
而
御
座
候
故
書
付
無
御
座
と
奉
存
候
」
と
の
御
郡
間
役
人
の

ま
ず
、
最
も
古
い
桂
論
の
歴
史
を
当
事
者
た
る
久
住
村
（
町
）
の
百
脳
か
誰
づ
た
の
か
ｃ
に
お
け
る
次
の
託
述
で
あ
る
く

一
、
久
住
撤
燃
ぬ
け
所
近
辺
之
儀
、
竹
田
御
領
よ
り
論
地
之
沙
汰
依
前
々
何
角
申
二
付
、
忠
庚
様
御
代
二
右
論
地
野
御
明
可
被
成
由

二
而
、
竹
田
岡
城
よ
り
御
侍
衆
熊
本
へ
御
越
候
而
、
久
住
之
者
共
尤
竹
田
御
領
之
者
共
熊
本
へ
被
召
出
、
双
方
之
申
分
被
聞
召
候

処
、
竹
田
御
領
之
者
申
候
ハ
、
彼
論
地
仕
候
久
住
山
之
儀
ハ
竹
田
御
領
朽
網
之
内
之
九
重
山
二
而
御
座
候
、
其
子
細
ハ
朽
網
之
内

の
九
重
山
二
而
御
座
候
二
付
、
久
住
と
申
文
字
を
こ
砥
の
へ
山
と
書
申
候
、
熊
本
御
領
久
住
山
之
儀
は
ひ
さ
し
く
す
む
山
と
書
申

候
、
扱
又
法
花
院
之
鰐
口
之
銘
二
朽
網
之
内
九
重
山
と
書
申
候
由
申
二
付
、
熊
本
御
領
久
住
之
者
共
申
候
ハ
、
久
住
と
申
文
字
ハ

如
何
様
二
違
候
而
も
久
住
と
読
申
候
、
朽
網
山
と
書
候
而
ハ
久
住
山
と
ハ
読
不
申
候
、
扱
又
朽
網
之
内
二
九
重
と
申
村
ハ
無
御
座
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候
、
熊
本
御
領
久
住
村
ハ
往
古
よ
り
の
久
住
村
二
而
御
座
候
、
扱
又
法
花
院
鰐
口
之
銘
二
朽
網
之
内
二
九
重
山
と
有
之
由
申
候
、

此
鰐
口
往
古
よ
り
之
鰐
口
二
而
ハ
無
御
座
候
、
新
作
二
而
御
座
候
、
加
様
成
も
の
ハ
寄
進
仕
者
之
好
次
第
二
相
調
申
も
の
に
て
御

座
候
間
、
誼
拠
二
成
申
儀
二
而
無
之
由
久
住
之
者
申
候
得
ハ
、
竹
田
御
領
之
御
侍
衆
被
仰
候
ハ
、
熊
本
御
領
久
住
之
者
共
申
通
尤

之
由
被
申
由
二
御
座
候
、
然
上
者
熊
本
御
領
久
住
山
二
相
究
申
候
事
、

爆
発
が
起
き
た
の
は
後
述
の
よ
う
に
現
在
の
三
俣
山
麓
で
、
「
秋
日
山
」
は
そ
の
近
辺
の
地
名
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
こ
は
す

で
に
加
藤
代
す
な
わ
ち
寛
永
九
年
（
一
六
三
二
）
以
前
か
ら
の
「
論
地
」
で
あ
っ
た
。
だ
が
加
藤
忠
広
が
藩
主
の
と
き
に
熊
本
・
岡
両
藩

は
紛
争
解
決
に
動
い
た
。
そ
の
方
法
は
、
竹
田
藩
の
役
人
ら
が
当
事
者
の
百
姓
た
ち
を
引
き
連
れ
て
熊
本
に
乗
り
込
み
、
両
藩
の
役
人
の

面
前
で
双
方
の
百
姓
ら
が
主
張
を
た
た
か
わ
せ
て
判
断
す
る
と
い
う
も
の
で
、
竹
田
側
の
百
姓
ら
は
論
地
の
寺
院
「
法
花
院
」
の
鰐
口
に

刻
ま
れ
て
い
る
「
朽
網
之
内
九
重
山
」
な
る
文
言
を
証
拠
に
あ
げ
な
が
ら
、
論
所
の
久
住
山
は
竹
田
領
朽
網
郷
の
う
ち
の
九
重
山
で
あ
る

と
主
張
し
た
が
、
肥
後
側
の
百
姓
が
こ
れ
を
論
破
し
、
久
住
山
は
「
肥
後
御
領
」
に
落
着
し
た
と
い
う
。

中
世
の
直
入
郡
朽
網
郷
に
系
譜
を
も
つ
有
氏
村
地
域
の
村
々
と
久
住
町
地
域
の
村
々
と
の
山
相
論
は
、
中
世
段
階
か
ら
発
生
し
て
い
た

可
能
性
が
あ
る
が
、
近
世
初
頭
に
前
者
が
岡
藩
領
、
後
者
が
熊
本
藩
領
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
藩
境
相
論
の
性
格
が
付
与

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
両
藩
が
相
論
の
激
化
に
歯
止
め
を
か
け
る
に
は
、
い
わ
ば
共
同
法
廷
を
設
け
て
当
事
者
百
姓
の
主
張
を
直
接
聞

い
て
久
住
山
の
帰
属
を
確
定
す
る
し
か
方
法
が
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
正
保
二
年
に
幕
府
か
ら
の
命
を
う
け
て
国
絵
図
が
作
成
さ
れ
る
過
程
で
肥
後
、
竹
田
、
玖
珠
郡
松
平
領
の
百
姓
ら
の
山
知

行
を
め
ぐ
る
対
立
が
再
度
表
面
化
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ａ
の
口
上
書
は
長
文
だ
が
極
め
て
重
要
な
史
料
で
あ
る
。

一
、
正
保
弐
年
十
二
月
十
七
日
竹
田
領
と
久
住
御
境
目
之
儀
二
付
、
久
住
之
者
共
之
覚
書
左
之
通
二
候
、

「
今
度
御
絵
図
被
仰
付
候
二
付
、
何
茂
御
境
目
前
々
よ
り
相
定
儀
二
候
得
共
為
念
二
候
間
境
目
之
庄
屋
立
相
弥
御
境
目

ヲ
互
二
可
申
合
由
被
仰
付
候
二
付
、
久
住
之
内
青
柳
村
境
川
ヨ
リ
久
住
山
ま
て
ハ
中
川
様
御
領
朽
網
と
堺
申
候
二
付
、
朽
網
之

覚
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吠
睡
α
ｈ
く
う
仁
詞
刷
赫
準
な
生
仰
排
卯
と
庄
斗
十
一
仁
は
佳
底
’
之
一
助
二
．
人
搬
佳
侭
歴
刷
〈
二
鈎
個
耀
二
冨
就
件
強
似
珪
ヱ
イ
部
峨
体
」
注
淵
源
聖
呉
鈍
栖
「
メ
ー
八
挺
《
糾
届
心
二
州
咽

其
時
権
左
衛
門
井
御
百
姓
共
召
連
、
青
柳
村
境
川
渡
瀬
之
本
迄
罷
出
候
二
付
、
私
共
も
青
柳
村
境
川
二
出
合
御
境
目
相
互
見
届

可
申
之
由
申
候
処
二
、
有
う
ぢ
村
権
左
衛
門
申
候
ハ
、
御
境
目
ヲ
同
道
仕
見
届
申
二
不
及
、
古
老
之
も
の
共
従
是
物
語
仕
候
へ

と
申
二
付
、
朽
網
之
内
与
三
右
衛
門
と
申
も
の
申
候
ハ
、
久
住
山
之
境
ハ
つ
へ
ば
る
よ
り
く
ろ
う
つ
ぎ
・
さ
る
う
ぢ
・
小
戸
大

戸
・
ほ
つ
し
や
う
崎
・
か
た
池
・
八
町
な
が
山
・
三
シ
石
・
か
ぶ
と
岩
・
よ
ろ
い
石
、
境
二
而
候
由
申
候
、
此
方
之
さ
か
い
能

存
候
古
老
之
も
の
ハ
相
果
申
二
付
、
其
子
藤
左
衛
門
・
甚
兵
衛
罷
出
申
候
ハ
、
久
住
山
朽
網
之
境
ハ
つ
へ
は
る
・
渡
瀬
よ
り
道

ヲ
の
ぼ
り
、
な
く
わ
り
．
法
花
院
ノ
ー
ノ
橋
・
法
花
院
之
く
り
の
柱
二
か
、
り
、
井
手
之
橋
ヲ
三
俣
撤
ヲ
目
付
石
ヲ
、
い
わ
ふ

山
・
目
洗
が
池
・
に
た
が
く
ほ
・
扇
の
は
な
、
如
此
ニ
堺
ハ
承
伝
候
、
其
上
朽
網
之
内
山
ノ
ロ
石
原
村
伊
右
衛
門
と
久
住
山
ノ

ロ
藤
左
衛
門
申
合
候
ハ
、
久
住
朽
網
山
之
間
道
境
二
而
候
間
、
道
よ
り
久
住
山
之
内
二
朽
網
よ
り
山
野
二
入
、
木
・
か
や
き
り

申
候
ハ
、
、
な
た
・
か
ま
を
久
住
山
ノ
ロ
藤
左
衛
門
取
可
申
候
、
又
道
よ
り
朽
網
山
之
内
之
山
野
二
久
住
之
も
の
参
候
而
木
・

か
や
き
り
申
候
ハ
、
、
な
た
・
か
ま
ヲ
朽
網
之
内
山
ノ
ロ
石
原
村
伊
右
衛
門
取
可
申
由
藤
左
衛
門
・
伊
右
衛
門
申
定
、
た
が
い

に
な
た
・
か
ま
ヲ
取
申
た
る
覚
数
度
有
之
由
、
伊
衛
門
二
藤
左
衛
門
申
候
得
共
、
伊
衛
門
兎
角
之
申
分
不
仕
候
、
左
候
而
権
左

衛
門
皆
々
召
つ
れ
可
罷
帰
と
仕
候
間
、
立
合
申
し
る
し
二
而
候
間
、
こ
れ
よ
り
久
住
山
・
朽
網
山
之
境
従
前
々
相
定
さ
か
い
筋

互
二
改
可
申
由
、
重
畳
申
候
得
共
、
境
目
同
心
仕
間
敷
由
申
罷
帰
候
付
、
立
合
改
不
申
候
、
以
上

一
、
法
花
院
寺
之
前
弐
ノ
橋
ヲ
中
川
内
膳
様
御
領
朽
網
之
者
共
ハ
朽
網
内
之
由
申
候
而
、
橋
ヲ
か
け
申
候
へ
ば
、
松
平
将
監
様
御

領
田
野
村
よ
り
ハ
田
野
之
内
と
申
、
朽
網
よ
り
か
け
候
橋
ヲ
田
野
村
よ
り
き
り
お
と
し
、
田
野
よ
り
橋
ヲ
か
け
候
へ
ば
、
又
朽

網
之
も
の
共
橋
ヲ
き
り
落
シ
申
、
内
膳
様
御
領
朽
網
と
将
監
様
御
領
田
野
村
と
我
か
ち
二
仕
候
之
由
承
候
、
双
方
出
合
候
て
境

目
ヲ
定
申
儀
ハ
不
仕
、
右
之
通
二
橋
ヲ
論
シ
申
候
由
承
候
事
、

一
、
御
領
分
と
松
平
将
監
様
御
領
分
と
ハ
、
干
今
御
境
目
之
出
入
申
た
る
儀
も
無
御
座
候
、
今
度
御
絵
図
被
仰
付
候
付
、
将
監
様

御
領
田
野
村
之
も
の
二
参
会
仕
、
瀬
ノ
本
ヨ
リ
つ
の
ほ
り
・
内
な
べ
・
外
な
べ
・
扇
の
は
な
・
に
た
が
く
ほ
・
目
洗
が
池
迄
之
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正
保
弐
年
十
二
月
十
七
日
久
住
山
ノ
ロ

藤
左
衛
門

白
丹
村

甚
兵
衛

久
住
庄
屋

善
左
衛
門

同

七
郎
右
衛
門

白
丹
庄
屋

五
左
衛
門

右
之
瞥
物
相
違
無
御
座
候
、
巳
上

久
住
弥
右
衛
門
殿

山
村
与
太
右
衛
門
殿

正
保
国
絵
図
の
作
成
に
際
し
て
、
現
地
に
お
け
る
入
山
の
管
理
責
任
者
で
あ
る
久
住
山
ノ
ロ
な
ら
び
に
村
役
人
が
、
惣
庄
屋
弥
右
衛
門

と
御
郡
奉
行
に
宛
て
て
提
出
し
た
口
上
書
で
あ
る
。
ま
ず
、
第
一
条
を
検
討
し
よ
う
。

正
保
国
絵
図
は
将
軍
家
光
の
指
令
の
も
と
で
、
大
目
付
井
上
筑
後
守
を
幕
府
側
の
責
任
者
と
し
て
各
国
の
大
名
に
作
成
が
命
じ
ら
れ

境
目
、
互
之
覚
相
違
無
御
座
相
改
申
候
、
目
洗
か
池
よ
り
法
花
院
ま
で
ハ
朽
網
と
久
住
と
境
之
論
有
之
由
承
候
間
、
境
目
ヲ
立

相
改
申
儀
仕
間
敷
由
田
野
村
之
も
の
申
二
付
其
段
ハ
改
不
申
候
分
者
、
玖
珠
郡
と
直
入
郡
と
の
境
二
て
候
、
田
野
村
と
久
住
村

と
出
入
申
二
而
ハ
無
之
候
へ
と
も
、
い
わ
ふ
山
・
三
俣
獄
ニ
久
住
之
境
参
候
由
申
候
処
二
、
田
野
村
の
も
の
申
候
ハ
、
目
洗
が

池
よ
り
い
わ
ふ
山
目
付
石
お
か
ミ
所
・
き
や
う
つ
か
・
岩
上
橋
・
法
花
院
坊
之
屋
敷
二
境
申
候
由
、
田
野
之
も
の
申
候
、
此
所

ヲ
立
相
改
不
申
候
間
、
互
二
相
論
仕
儀
二
而
ハ
無
之
、
右
之
通
二
互
之
覚
ヲ
申
事
、

以
上
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た
耐
）
。
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
豊
後
の
よ
う
な
小
藩
分
立
の
国
に
つ
い
て
は
、
各
藩
が
分
領
内
の
絵
図
を
作
成
し
、
そ
れ
ら
を
付
き
合
わ

せ
て
一
国
の
絵
図
を
完
成
さ
せ
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
熊
本
藩
の
担
当
役
人
は
久
住
手
永
惣
庄
屋
に
対
し
て
「
境
目
之
庄
屋
立

相
、
弥
御
境
目
ヲ
互
二
可
申
合
」
、
す
な
わ
ち
絵
図
作
成
の
前
提
と
し
て
竹
田
領
・
玖
珠
郡
松
平
領
の
庄
屋
と
と
も
に
境
目
を
現
場
確
認

し
報
告
す
る
よ
う
命
じ
た
の
で
あ
る
。
久
住
山
は
肥
後
領
・
竹
田
領
の
境
目
で
あ
る
と
と
も
に
直
入
郡
・
玖
珠
郡
の
境
目
で
も
あ
っ
た
。

国
絵
図
作
成
に
際
し
て
は
、
こ
の
よ
う
な
場
所
の
領
域
秩
序
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
ま
ず
現
地
の
庄
屋
・
百
姓
に
よ
っ

て
行
わ
れ
た
こ
と
は
、
極
め
て
重
要
で
あ
る
。

さ
て
、
久
住
村
庄
屋
・
山
ノ
ロ
ら
は
、
「
御
境
目
」
を
互
い
に
確
認
す
る
た
め
、
岡
藩
領
朽
網
郷
内
有
氏
村
の
千
石
庄
屋
権
左
衛
門
宅

に
人
を
遣
わ
し
て
境
目
ま
で
出
て
来
る
よ
う
に
伝
え
た
。
権
左
衛
門
は
当
初
こ
れ
を
拒
絶
し
た
が
、
二
度
目
の
催
促
に
応
じ
、
「
御
百
姓

共
を
召
連
」
れ
て
「
青
柳
村
境
川
」
（
地
図
参
照
）
に
現
れ
た
。
久
住
側
は
山
境
の
ポ
イ
ン
ト
を
現
地
に
即
し
て
確
認
し
よ
う
と
提
案
し

た
が
、
権
左
衛
門
は
「
御
境
目
ヲ
同
道
仕
見
届
申
二
不
及
、
古
老
之
も
の
共
従
是
物
語
仕
候
へ
」
と
主
張
し
て
、
境
目
の
実
見
を
拒
否
し
、

そ
の
か
わ
り
朽
網
の
住
人
与
三
右
衛
門
と
い
う
古
老
に
境
の
地
名
九
箇
所
を
述
べ
さ
せ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
久
住
側
は
「
さ
か
い
能
存
候

古
老
」
の
子
息
た
る
藤
左
衛
門
・
甚
兵
衛
に
境
の
地
名
を
述
べ
さ
せ
た
が
、
そ
れ
は
竹
田
側
の
古
老
の
証
言
と
は
一
致
し
な
か
っ
た
。
そ

こ
で
久
住
側
は
次
の
よ
う
な
過
去
の
経
緯
を
竹
田
側
に
述
べ
て
、
合
意
を
得
よ
う
と
し
た
と
い
う
。

か
つ
て
朽
網
郷
の
う
ち
有
氏
組
の
山
ノ
ロ
石
原
村
伊
右
衛
門
と
久
住
山
ノ
ロ
藤
左
衛
門
は
、
久
住
山
（
熊
本
藩
領
）
と
朽
網
山
（
岡
藩

領
）
の
間
は
道
境
な
の
で
、
朽
網
郷
の
者
が
道
よ
り
も
久
住
山
側
の
山
野
に
入
り
木
・
萱
を
採
集
し
た
な
ら
、
錠
・
鎌
を
久
住
山
ノ
ロ
藤

左
術
門
が
取
り
、
逆
に
道
よ
り
も
朽
網
山
側
の
山
野
に
久
住
の
者
が
入
っ
て
木
・
萱
を
切
っ
た
ら
朽
網
の
山
ノ
ロ
石
原
村
伊
右
衛
門
が
蛇
・

鎌
を
取
る
も
の
と
す
る
、
と
申
し
定
め
た
。
こ
の
規
定
に
従
っ
て
、
現
在
ま
で
に
数
度
、
銘
・
鎌
を
取
っ
た
こ
と
が
あ
る
。

竹
田
側
の
山
ノ
ロ
伊
右
衛
門
も
、
こ
の
主
張
に
異
議
を
唱
え
な
か
っ
た
と
い
う
か
ら
、
境
相
論
が
く
す
ぶ
る
な
か
、
双
方
の
山
ノ
ロ
が

伝
統
的
な
錠
・
鎌
取
り
の
強
制
力
を
も
っ
て
特
定
の
道
を
暫
定
的
に
山
境
と
定
め
た
の
は
事
実
で
あ
っ
た
ろ
う
。
久
住
側
は
権
左
衛
門
に

「
立
合
申
し
る
し
二
而
候
間
、
こ
れ
よ
り
久
住
山
・
朽
網
山
之
境
従
前
之
相
定
さ
か
い
筋
互
二
改
可
申
」
と
迫
っ
た
。
し
か
し
権
左
衛
門
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は
つ
い
に
こ
れ
を
拒
絶
し
、
「
境
目
同
心
仕
間
敷
由
申
」
し
て
そ
の
場
を
立
ち
去
っ
て
し
ま
っ
た
。
正
保
国
絵
図
作
成
の
前
提
と
し
て
の

双
方
の
村
役
人
・
百
姓
ど
う
し
の
「
同
心
」
Ⅱ
合
意
は
形
成
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

一
方
、
玖
珠
郡
の
松
平
将
監
領
田
野
村
と
岡
藩
領
直
入
郡
朽
網
郷
の
村
々
と
は
、
郡
境
の
「
法
花
院
」
付
近
の
用
益
を
争
い
、
「
松
平

将
監
様
御
領
田
野
村
よ
り
ハ
田
野
之
内
と
申
、
朽
網
よ
り
か
け
候
橋
ヲ
田
野
村
よ
り
き
り
お
と
し
、
田
野
よ
り
橋
ヲ
か
け
候
へ
ば
、
又
朽

網
之
も
の
共
橋
ヲ
き
り
落
シ
申
」
と
い
う
よ
う
に
、
係
争
地
に
か
け
た
橋
を
お
互
い
に
破
壊
し
合
っ
て
い
る
よ
う
な
状
態
で
、
双
方
が
立

会
っ
て
境
目
を
確
定
し
う
る
よ
う
な
状
況
で
は
到
底
な
か
っ
た
と
い
う
（
第
二
条
）
。

さ
ら
に
、
熊
本
藩
領
久
住
と
玖
珠
郡
松
平
将
監
領
と
の
境
目
で
は
「
出
入
」
Ⅱ
相
論
こ
そ
起
き
て
い
な
か
っ
た
も
の
の
、
や
は
り
微
妙

な
状
況
に
あ
っ
た
。
久
住
山
・
朽
網
山
は
、
こ
れ
ら
三
家
領
の
境
目
で
あ
っ
た
。
肥
後
領
久
住
と
竹
田
領
朽
網
が
「
境
之
論
」
を
抱
え
て

い
る
た
め
、
村
役
人
・
百
姓
ら
は
松
平
領
と
肥
後
領
と
の
境
目
も
実
見
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
（
第
三
条
）
。

こ
の
よ
う
に
近
世
初
頭
か
ら
藩
領
を
越
え
た
山
相
論
が
発
生
し
て
い
た
久
住
山
系
に
お
け
る
各
領
の
村
役
人
・
百
姓
に
よ
る
領
域
秩
序

に
つ
い
て
の
「
同
心
」
Ⅱ
合
意
が
、
正
保
国
絵
図
作
成
の
要
件
と
し
て
追
求
さ
れ
た
。
そ
れ
は
あ
く
ま
で
百
姓
ら
が
相
対
で
交
渉
し
境
目

の
実
見
を
経
て
行
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
肥
後
・
竹
田
領
の
よ
う
に
伝
統
的
な
方
法
で
も
っ
て
暫
定
的
な
境
界
線
が
存
在

し
た
場
合
と
、
竹
田
領
・
松
平
領
の
よ
う
に
紛
争
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
た
境
目
と
が
あ
っ
た
が
、
豊
後
国
絵
図
作
成
の
前
提
と
し
て
は
、

い
ず
れ
の
境
目
に
つ
い
て
も
百
姓
ら
の
「
同
心
」
は
な
さ
れ
な
い
結
果
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
こ
そ
が
、
貞
享
の
相
論
で
肥
後
側
が
主
張
し
た
「
御
論
所
」
の
実
体
で
あ
っ
た
。

（
二
）
圏
引
き
で
決
ま
っ
た
藩
領
境

こ
の
よ
う
な
状
況
の
も
と
で
、
三
家
の
国
絵
図
担
当
役
人
は
み
ず
か
ら
作
成
し
た
絵
図
を
持
ち
寄
り
、
つ
き
合
わ
せ
、
豊
後
一
国
の
絵

図
作
成
の
実
務
作
業
に
あ
た
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
三
家
の
役
人
は
頭
を
抱
え
、
そ
の
結
果
、
驚
く
べ
き
対
応
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
。
覚
帳
Ａ
に
写
さ
れ
た
文
書
ｂ
を
み
よ
う
。

、
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冒
頭
に
「
御
三
家
之
出
入
」
が
あ
る
場
所
と
し
て
問
題
と
さ
れ
て
い
る
「
三
俣
山
」
は
、
ａ
の
口
上
書
で
肥
後
領
・
竹
田
領
、
竹
田
領
・

松
平
領
の
境
目
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
山
で
、
現
在
も
久
住
連
山
の
う
ち
で
直
入
・
玖
珠
郡
境
に
あ
た
る
山
を
こ
う
呼
ん
で
い
る
。
同

じ
く
境
目
の
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
で
係
争
地
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
「
法
花
院
」
は
、
こ
の
三
俣
山
の
麓
に
あ
る
（
相
論
関
係
地
図
参
照
）
。
口

司
邸
既
概
県
刀
壱
債
い
く

一
、
三
俣
山
御
三
家
境
目
出
入
有
之
二
付
、
御
三
家
之
役
人
連
判
之
讃
文
之
写
壱
通
、
但
紙
面
左
之
通
、

一
、
久
重
山
之
内
三
俣
山
境
目
出
入
御
座
候
二
付
、
今
度
豊
州
一
国
之
絵
図
二
三
俣
山
を
ハ
書
不
申
候
て
、
論
地
と
斗
書
付
仕
候
様

二
被
仰
付
被
下
候
を
、
井
上
筑
後
守
様
へ
申
上
候
得
共
、
三
俣
山
を
ハ
絵
図
二
書
不
申
候
ハ
て
ハ
不
叶
儀
二
候
間
、
書
候
へ
と
被

仰
付
候
二
付
、
何
れ
之
御
領
分
へ
麓
を
む
け
書
可
申
儀
互
二
如
何
と
存
、
麓
之
む
け
様
を
当
分
間
取
二
仕
書
申
候
、
然
上
ハ
三
俣

山
之
麓
何
れ
之
御
領
分
へ
む
き
候
共
、
以
来
境
目
之
出
入
之
讃
拠
二
毛
頭
罷
成
間
敷
候
、
為
後
日
一
筆
如
件
、

正
保
四
年
中
川
内
膳
正
内

二
月
十
八
日

古
田
源
右
衛
門

同

矢
木
勘
左
衛
門

松
平
左
近
将
監
内

岡
本
九
郎
太
夫

細
川
肥
後
守
内

釘
野
喜
右
衛
門

同

岡
又
兵
衛

正
保
国
絵
図
作
成
の
最
終
段
階
に
、
岡
藩
主
中
川
内
膳
正
、
玖
珠
郡
に
所
領
を
持
つ
松
平
左
近
将
監
、
熊
本
藩
主
細
川
肥
後
守
の
家
臣

た
ち
が
作
成
し
た
讃
文
で
あ
る
。
作
成
場
所
は
豊
後
国
絵
図
調
進
の
責
任
者
の
一
人
で
あ
っ
た
中
川
内
膳
正
（
Ｍ
）
の
居
城
、
竹
田
で
あ
っ
た
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ｌ
ユ
鈴
程
ａ
α
献
為
袷
炉
い
剛
判
１
Ｌ
て
凋
眺
罰
幽
１
Ｌ
ヂ
ハ
ー
き
う
い
い
一
二
義
島
祇
堤
婁
に
α
三
権
曙
ｕ
い
い
こ
り
て
奔
堂
側
杷
α
ポ
城
悔
１
幻
・
客
匡
舶
智
と
肥
脆
耀
崖
型
胆
芦
疋
沸
師
妙
１
」
え
先
巳

か
つ
た
の
だ
が
、
そ
の
事
実
は
三
家
に
よ
る
豊
後
国
絵
図
作
成
の
作
業
を
規
定
し
た
。
現
地
の
村
ど
う
し
が
境
目
の
領
域
秩
序
を
合
意
で

き
な
か
っ
た
以
上
、
三
家
の
担
当
役
人
は
国
絵
図
上
に
三
俣
山
の
帰
属
を
表
記
し
え
ず
、
た
だ
「
論
地
」
と
書
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。
こ
の
点
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
。

し
か
し
、
幕
府
側
の
国
絵
図
作
成
・
徴
収
責
任
者
た
る
大
目
付
井
上
筑
後
守
は
こ
れ
を
許
さ
ず
、
三
俣
山
の
麓
口
を
い
ず
れ
か
の
領
分

に
向
か
っ
て
描
く
こ
と
で
、
そ
の
帰
属
を
国
絵
図
上
に
明
確
に
表
示
す
る
よ
う
三
家
の
担
当
役
人
に
迫
っ
た
。
困
惑
し
た
役
人
ら
が
す
が
っ

た
窮
余
の
一
策
は
、
「
麓
之
む
け
様
を
当
分
間
取
二
仕
書
申
候
」
と
い
う
、
間
引
き
に
よ
る
解
決
で
あ
っ
た
。
し
か
も
そ
れ
に
は
条
件
が

あ
っ
た
。
た
と
え
誰
（
ど
の
家
）
が
当
た
り
間
を
引
こ
う
と
も
、
そ
の
結
果
つ
ま
り
国
絵
図
の
表
記
を
今
後
も
起
こ
る
で
あ
ろ
う
相
論
に

際
し
て
は
決
し
て
証
拠
と
し
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
覚
帳
Ｂ
に
よ
れ
ば
、
当
た
り
間
を
引
い
た
の
は
肥
後
で
あ
っ
た
と
い
う
。
な
お
、

三
家
の
間
で
こ
の
よ
う
な
誼
文
が
取
り
交
わ
さ
れ
閥
引
き
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
岡
藩
主
中
川
氏
の
年
譜
に
も
明
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
（
幅
）
、

確
か
な
事
実
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
正
保
の
豊
後
国
絵
図
に
お
い
て
は
、
三
領
境
目
の
久
住
山
内
三
俣
山
に
つ
い
て
は
実
態
と
派
離
し
た

表
現
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
間
引
き
で
決
ま
っ
た
藩
領
境
は
、
同
地
域
の
村
々
に
と
っ
て
も
、
そ
し
て
右
の
誼
文
の
記
載
の
と
お
り
三
家
の
当
局
者
に
と
っ
て

も
、
ま
っ
た
く
無
意
味
な
も
の
で
あ
っ
た
。
寛
文
二
年
（
一
六
六
二
）
に
噴
火
を
き
っ
か
け
に
久
住
と
竹
田
領
の
緊
張
が
た
か
ま
っ
た
と

き
、
口
上
書
Ｃ
に
お
い
て
久
住
村
百
姓
ら
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。

一
、
熊
本
御
領
久
住
境
従
前
々
相
究
申
分
、
古
来
之
者
共
申
伝
を
以
先
年
公
儀
へ
被
召
上
候
御
絵
図
仕
上
申
候
、
然
処
三
俣
峠
之

儀
、
竹
田
御
領
・
玖
珠
御
領
・
熊
本
御
領
互
二
被
仰
分
御
座
候
由
二
而
、
其
節
彼
三
俣
峠
何
之
内
二
茂
不
相
究
、
三
家
之
論
地
と

江
戸
二
而
御
絵
図
二
茂
御
書
付
御
座
候
由
承
及
申
候
、
彼
三
俣
峠
よ
り
西
南
久
住
之
方
燃
ぬ
け
所
迄
不
残
熊
本
御
領
之
内
二
而
御

座
候
所
を
、
竹
田
御
領
分
之
様
二
申
掠
候
儀
、
理
不
尽
成
儀
二
御
座
候
、
其
子
細
ハ
先
年
公
儀
二
而
御
絵
図
相
究
申
刻
、
彼
三

俣
峠
三
家
之
論
地
と
相
究
申
候
、
此
儀
ハ
三
俣
峠
之
内
一
俣
ハ
熊
本
御
領
二
而
御
座
候
二
付
、
彼
三
俣
峠
儀
ハ
三
家
之
論
地
二
罷
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（
こ
》
辺
四
隅
物
堂
仕
巨
臣
鰐
］
う
し
α
一
父
叩
泡

か
つ
て
久
住
手
永
の
村
役
人
・
百
姓
が
国
絵
図
作
成
や
相
論
の
た
び
に
郡
方
に
提
出
し
た
文
書
に
よ
っ
て
、
秋
日
山
を
も
含
む
久
住
山

内
三
俣
山
付
近
が
「
論
所
」
な
の
か
排
他
的
「
竹
田
御
領
」
な
の
か
と
い
う
相
論
の
対
立
点
を
把
握
し
た
熊
本
藩
郡
方
役
人
と
家
老
中
は
、

貞
享
相
論
の
解
決
に
の
り
だ
す
。
だ
が
、
藩
の
役
人
や
御
郡
奉
行
が
直
接
現
場
に
出
向
い
て
竹
田
側
と
交
渉
し
た
の
で
は
な
い
し
、
久
住

手
永
惣
庄
屋
や
村
役
人
に
当
事
者
ど
う
し
の
交
渉
を
命
じ
た
の
で
も
な
い
。
次
の
覚
帳
の
記
事
に
よ
れ
ば
そ
の
方
法
は
、
当
事
者
集
団
の

責
任
者
を
外
し
、
近
隣
の
熊
本
藩
領
野
津
原
手
永
（
現
大
分
県
野
津
原
町
）
の
惣
庄
屋
た
る
野
津
原
次
兵
衛
に
具
体
的
な
指
示
を
与
え
て
、

岡
藩
領
の
宿
場
た
る
今
市
町
（
同
前
）
の
千
石
庄
屋
今
市
伝
左
衛
門
の
も
と
に
遣
わ
し
、
先
行
し
て
起
き
て
い
た
瀧
水
村
・
下
瀧
水
村
間

の
国
境
相
論
と
と
も
に
本
案
件
に
つ
い
て
も
交
渉
を
行
わ
せ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

成
申
候
、
三
俣
峠
之
南
西
今
度
い
わ
う
も
へ
ぬ
け
所
迄
竹
田
御
領
之
様
二
申
候
、
此
段
偽
二
而
御
座
候
事
、

正
保
国
絵
図
作
成
時
に
、
竹
田
・
玖
珠
・
熊
本
の
各
領
の
百
姓
が
「
古
来
之
者
共
申
伝
」
を
も
と
に
絵
図
で
も
っ
て
各
々
の
領
主
に
申

告
し
た
境
目
は
食
い
違
い
、
「
三
俣
峠
」
は
ど
こ
の
領
内
と
も
確
定
で
き
ず
、
「
三
家
之
論
地
」
と
し
て
公
儀
提
出
の
国
絵
図
に
記
載
さ
れ

た
筈
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
竹
田
領
の
百
姓
ら
は
、
そ
こ
の
南
西
の
熊
本
領
分
ま
で
を
「
竹
田
御
領
分
之
様
二
申
掠
」
め
よ
う
と
し
て
い
る
。

こ
れ
は
ま
っ
た
く
不
当
で
あ
る
。
熊
本
領
に
接
し
秋
日
山
を
含
む
三
俣
山
（
峠
）
は
あ
く
ま
で
「
論
地
」
で
あ
っ
て
「
竹
田
御
領
」
で
は

な
い
。
こ
れ
こ
そ
が
貞
享
相
論
の
解
決
過
程
に
ま
で
一
貫
し
た
久
住
手
永
の
百
姓
と
熊
本
藩
当
局
者
と
に
共
通
の
主
張
で
あ
っ
た
。

幕
府
の
国
絵
図
徴
収
責
任
者
た
る
井
上
の
指
示
は
、
国
絵
図
上
の
藩
領
境
山
野
に
「
論
所
」
記
載
を
残
し
た
く
な
い
と
い
う
、
あ
る
い

は
各
国
絵
図
の
様
式
上
の
統
一
性
を
維
持
し
た
い
と
い
う
意
図
に
よ
る
も
の
で
、
各
藩
の
担
当
役
人
も
そ
れ
を
承
知
で
右
の
よ
う
な
措
置

を
と
っ
た
も
の
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

三
と
星
尋
都
仲
塞
節
か
ｕ
能
け
郡
か
堀
疋
垂
帽
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一
、
秋
日
山
論
所
二
究
候
と
申
わ
け
ハ
、
従
前
々
之
論
所
二
而
忠
麿
様
御
代
二
も
朽
網
山
と
久
住
山
之
境
之
儀
出
入
有
之
候
へ
と
も
、

双
方
之
申
分
違
却
仕
候
而
碇
極
不
申
候
、
又
正
保
年
中
二
諸
国
之
絵
図
公
義
江
被
指
上
候
刻
も
朽
網
と
久
住
之
御
境
之
儀
相
極
可

申
と
申
談
候
得
共
、
其
御
領
之
衆
ハ
杖
原
・
渡
瀬
よ
り
石
迫
・
さ
る
う
ぢ
・
大
戸
小
戸
・
ほ
つ
し
や
う
崎
・
か
た
池
八
町
・
長
山
．

瀧
水
村
之
儀
申
達
相
済
申
候
者
、
跡
二
而

今
市
伝
左
衛
門
へ
次
兵
衛
可
申
ハ

ー
、
弥
右
衛
門
申
候
ハ
御
境
目
百
姓
共
互
二
毎
度
色
々
之
儀
を
申
候
而
気
之
毒
二
存
候
、
当
春
も
此
方
之
百
姓
共
秋
日
山
へ
参
薪
を
取

申
候
を
其
御
領
之
衆
見
合
大
勢
二
而
右
之
者
共
を
押
、
な
た
・
か
ま
を
取
被
申
由
二
候
、
秋
日
山
之
儀
ハ
前
々
よ
り
論
所
之
事
二
候

付
、
双
方
薪
を
も
取
不
申
筈
二
而
候
、
其
段
堅
申
付
置
候
処
、
右
之
仕
形
不
届
候
故
彼
者
共
召
篭
置
申
候
、
秋
日
山
之
儀
先
年
も
此

方
よ
り
ハ
論
所
之
段
申
達
候
得
共
、
兎
角
之
御
返
事
無
御
座
候
、
其
御
領
之
衆
者
其
元
御
領
分
之
様
二
御
心
得
候
哉
と
存
候
、
左
候

ハ
、
弥
其
元
御
領
分
と
の
儲
成
儀
も
有
候
哉
、
此
方
ニ
ハ
前
々
よ
り
ひ
か
へ
共
有
之
、
今
以
論
所
と
覚
居
申
事
二
候
、
左
候
ヘ
ハ
此

後
其
御
領
之
衆
参
候
而
薪
を
取
候
を
此
方
之
者
見
合
候
ハ
、
、
必
押
な
た
・
か
ま
を
取
申
二
而
可
有
之
と
存
候
、
左
様
ニ
候
て
ハ
節
々

出
入
二
罷
成
い
か
様
之
儀
可
仕
出
も
不
知
儀
気
之
毒
千
万
二
存
候
、
可
成
儀
二
候
ハ
、
、
向
後
薪
を
取
候
も
の
見
合
候
ハ
、
其
分
二

而
差
置
、
早
々
庄
屋
方
へ
申
届
、
其
上
二
而
双
方
庄
屋
申
談
随
分
し
め
申
様
二
仕
度
事
二
候
、
乍
然
な
た
・
か
ま
を
取
不
申
候
ハ
て

ハ
讃
拠
無
之
、
左
様
ニ
も
難
仕
候
ハ
、
、
一
向
互
二
薪
を
も
取
合
候
様
二
仕
候
而
ハ
如
何
可
有
候
哉
と
弥
右
衛
門
申
候
、
只
今
迄
之

通
秋
日
山
之
儀
双
方
覚
違
居
申
候
而
ハ
ひ
た
と
出
入
致
出
来
、
上
々
之
御
取
遣
な
と
二
成
候
て
ハ
笑
止
成
儀
と
存
候
由
、
挨
拶
二
可

申
達
候
、
伝
左
衛
門
承
兎
角
之
儀
不
申
候
ハ
、
其
分
二
而
捨
召
置
可
申
候
、
若
右
秋
日
山
竹
田
領
之
由
伝
左
衛
門
口
振
に
て
候
ハ
、
、

前
々
よ
り
申
伝
候
通
、
別
紙
之
趣
論
所
之
わ
け
を
可
申
聞
候

「
右
秋
日

渡
申
候
写

右
秋
日
山
之
儀
、
野
津
原
次
兵
衛
手
前
よ
り
竹
田
領
今
市
伝
左
衛
門
二
可
申
談
旨
、
御
家
老
共
申
渡
口
上
之
覚
書
相
調
次
兵
衛
二

別
紙
之
覚
写
書



稲葉継陽 112

三
シ
石
か
ぶ
と
岩
・
ょ
ろ
ひ
石
境
二
而
候
由
被
申
候
、
此
方
之
者
境
と
申
候
ハ
、
久
住
山
と
朽
網
山
と
谷
限
七
ま
か
り
道
限
、
夫
よ

り
法
花
院
之
一
ノ
橋
夫
よ
り
法
花
院
堂
之
辰
巳
角
之
柱
を
か
け
、
そ
れ
よ
り
見
渡
シ
三
俣
峠
中
壱
俣
水
走
限
、
南
之
方
ハ
当
領
久
住

之
内
無
紛
由
申
候
、
右
之
通
双
方
之
覚
相
違
故
、
御
境
子
今
相
究
不
申
候
、
秋
日
山
之
儀
ハ
此
方
よ
り
境
と
申
候
七
ま
か
り
の
道
よ

り
西
二
有
之
候
、
其
御
領
よ
り
境
と
被
申
候
石
迫
・
さ
る
う
ぢ
よ
り
ハ
東
二
有
之
山
二
而
候
ヘ
ハ
、
論
所
無
紛
事
二
候
、
（
覚
帳
Ｂ
）

熊
本
藩
の
「
御
家
老
共
」
と
郡
方
役
人
は
、
今
市
伝
左
衛
門
に
主
張
す
べ
き
内
容
を
文
書
に
ま
と
め
て
野
津
原
次
兵
衛
に
渡
し
て
い
た
。

当
事
者
に
よ
る
交
渉
を
避
け
て
い
る
の
は
、
対
立
感
情
な
い
し
報
復
感
情
が
交
渉
に
持
ち
込
ま
れ
る
の
を
予
防
し
よ
う
と
い
う
意
図
に
よ

る
も
の
と
み
ら
れ
る
。
だ
が
、
家
老
の
寄
合
が
作
成
し
て
次
兵
衛
に
持
た
せ
た
右
の
文
書
を
見
れ
ば
、
そ
の
内
容
は
あ
く
ま
で
久
住
手
永

惣
庄
屋
弥
右
衛
門
の
主
張
を
近
隣
の
惣
庄
屋
が
伝
達
す
る
と
い
う
形
式
を
と
っ
て
い
る
。
こ
の
点
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
こ
で
の
肥
後
側
の
主
張
は
以
下
の
諸
点
に
要
約
さ
れ
よ
う
。
第
一
に
、
秋
日
山
は
「
前
々
よ
り
論
所
」
で
あ
り
、
双
方
と
も

薪
等
を
採
取
し
な
い
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
久
住
手
永
の
百
姓
に
は
そ
の
旨
を
堅
く
指
示
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
度
は
そ
れ
に

背
い
た
百
姓
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
「
不
届
」
な
の
で
篭
に
召
し
込
め
る
と
い
う
措
置
を
と
っ
た
。
第
二
に
、
当
該
地
が
論
所
で
あ
る
と
い

う
肥
後
側
の
年
来
の
主
張
に
竹
田
側
は
何
ら
の
「
御
返
事
」
も
な
し
た
こ
と
は
な
く
、
竹
田
領
の
百
姓
等
は
秋
日
山
が
「
其
元
御
領
分
」

で
あ
る
か
の
よ
う
に
心
得
て
い
る
よ
う
だ
が
、
明
確
な
証
拠
は
あ
る
の
か
。
肥
後
側
に
は
以
前
か
ら
の
経
緯
を
示
す
文
書
の
控
が
あ
る
。

第
三
に
、
こ
の
よ
う
に
境
界
認
識
が
食
い
違
っ
た
ま
ま
で
は
、
今
後
も
必
ず
山
道
具
の
差
し
押
さ
え
が
起
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
か
ら
は

秋
日
山
で
薪
を
取
る
者
を
発
見
し
た
な
ら
す
ぐ
に
惣
庄
屋
に
報
告
し
、
現
状
凍
結
の
う
え
「
双
方
庄
屋
申
談
、
随
分
し
め
申
様
二
」
す
な

わ
ち
惣
庄
屋
ど
う
し
の
談
合
を
持
っ
て
百
姓
ら
に
対
す
る
指
導
を
徹
底
し
、
薪
採
取
を
制
限
し
て
は
ど
う
か
。
だ
が
こ
の
方
法
も
山
道
具

の
奪
取
と
い
う
事
態
を
排
除
で
き
な
い
と
い
う
な
ら
、
双
方
が
薪
を
「
取
合
」
う
入
会
の
地
と
し
て
は
ど
う
か
。
こ
の
ま
ま
相
論
が
続
け

ば
「
上
々
之
御
取
遣
」
つ
ま
り
藩
ど
う
し
の
紛
争
へ
と
発
展
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
述
べ
た
う
え
で
も
、
な
お
竹
田
方
が
秋
日
山
は
自
領
の
内
で
あ
る
と
の
主
張
を
ま
げ
な
か
っ
た
な
ら
、
そ
こ
が
「
論
所
之

わ
け
」
を
申
し
聞
か
せ
る
こ
と
に
す
る
。
家
老
ら
は
わ
ざ
わ
ざ
そ
の
た
め
の
「
別
紙
」
を
作
成
し
て
次
兵
衛
に
持
た
せ
た
。
秋
日
山
は
加



藤
時
代
か
ら
の
紛
争
地
帯
で
あ
り
、
正
保
国
絵
図
で
も
双
方
の
村
々
の
境
界
認
識
が
相
違
し
て
、
そ
れ
以
来
、
い
ま
だ
に
一
御
境
」
は
確

定
し
て
い
な
い
。
秋
日
山
は
、
正
保
国
絵
図
作
成
時
に
肥
後
側
が
主
張
し
た
山
境
よ
り
西
に
、
竹
田
側
が
主
張
す
る
山
境
よ
り
は
東
に
あ

る
山
で
あ
り
、
双
方
が
主
張
す
る
領
分
の
い
ず
れ
に
も
包
含
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
「
論
所
」
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
、
と
い
う
の

が
「
別
紙
」
の
内
容
の
要
点
で
あ
る
。

論
所
で
あ
る
と
い
う
肥
後
側
の
認
識
に
対
し
て
、
排
他
的
な
用
益
権
を
竹
田
側
が
主
張
し
続
け
た
な
ら
、
実
力
行
使
を
伴
う
山
相
論
が

激
化
し
て
藩
ど
う
し
の
紛
争
か
ら
江
戸
訴
訟
へ
と
発
展
し
か
ね
な
い
。
家
老
衆
を
ト
ッ
プ
と
す
る
熊
本
藩
当
局
と
し
て
は
、
そ
う
し
た
事

態
だ
け
は
回
避
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
は
現
場
近
隣
の
惣
庄
屋
に
交
渉
を
委
任
し
つ
つ
事
細
か
な
指
示
を
与
え
て
い

る
が
、
し
か
し
そ
の
内
容
は
も
っ
ぱ
ら
、
か
つ
て
正
保
国
絵
図
作
成
時
に
久
住
の
百
姓
か
ら
提
出
さ
れ
た
口
上
書
ａ
に
記
さ
れ
た
情
報
に

よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
事
実
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

貞
享
四
年
の
六
月
七
日
、
右
の
文
書
を
た
ず
さ
え
た
野
津
原
次
兵
衛
は
今
市
伝
左
衛
門
の
在
所
へ
と
出
向
い
て
交
渉
を
行
い
、
そ
の
結

果
を
記
し
た
覚
書
を
郡
方
に
提
出
し
て
い
る
（
覚
帳
Ａ
・
Ｂ
）
。
藩
当
局
か
ら
託
さ
れ
た
文
書
ど
お
り
の
主
張
を
す
る
次
兵
衛
に
対
し
て

伝
左
衛
門
は
、
秋
日
山
及
び
隣
の
志
水
山
に
は
竹
田
領
の
山
役
人
が
張
り
付
い
て
い
る
か
ら
竹
田
領
の
内
と
心
得
て
い
る
、
と
い
う
自
身

境
の
理
解
を
述
べ
、
当
事
者
た
る
有
氏
組
の
百
姓
や
村
役
人
た
ち
が
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
か
は
現
時
点
で
は
不
明
瞭
な
の
で
、
彼
ら

癖
の
主
張
を
聴
取
し
た
う
え
で
再
度
談
合
す
る
こ
と
を
約
束
し
た
と
い
う
。
さ
ら
に
こ
の
報
告
を
う
け
た
郡
方
・
家
老
衆
は
、
伝
左
衛
門
が

垂
「
論
所
」
で
あ
る
こ
と
を
否
定
し
て
排
他
的
用
益
権
を
主
張
し
て
き
た
と
き
に
備
え
て
、
五
箇
条
に
及
ぶ
想
定
問
答
集
を
準
備
し
、
次
兵

潅
衛
に
渡
し
て
い
た
（
覚
帳
Ａ
・
Ｂ
）
。
そ
の
内
容
は
当
該
地
の
相
論
に
際
し
て
か
つ
て
久
住
百
姓
が
提
出
し
た
文
書
、
同
じ
く
貞
享
の
相

で陰
論
に
際
し
て
提
出
さ
れ
た
文
書
の
数
々
に
依
拠
し
て
お
り
、
も
し
証
拠
の
正
保
国
絵
図
の
写
を
見
せ
ろ
と
伝
左
衛
門
に
言
わ
れ
た
な
ら
、

弓圃
あ
の
間
引
き
の
裏
事
情
ま
で
情
報
開
示
し
て
、
惣
庄
屋
の
も
と
に
あ
る
国
絵
図
の
原
図
を
閲
覧
さ
せ
て
よ
い
、
と
ま
で
記
し
て
い
る
。

七
月
五
日
、
つ
い
に
今
市
伝
左
衛
門
は
今
市
町
別
当
市
郎
兵
衛
を
伴
っ
て
野
津
原
次
兵
衛
の
在
所
に
や
っ
て
来
た
。
し
か
し
、
彼
ら
の

３１１
対
応
は
熊
本
藩
当
局
者
の
予
想
を
越
え
た
も
の
で
あ
っ
た
。
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一
、
卯
ノ
七
月
五
日
、
今
市
伝
左
衛
門
井
同
町
別
当
市
郎
兵
衛
と
申
も
の
、
野
津
原
次
兵
衛
所
へ
罷
越
、
瀧
水
村
出
入
之
儀
段
々
覚

書
仕
相
渡
申
候
、
其
内
二
秋
日
山
之
様
子
御
座
候
、
其
紙
面
二
、
秋
日
山
論
地
之
段
ハ
伝
左
衛
門
も
今
度
初
而
承
、
不
審
千
万
二

存
、
内
誼
承
候
処
、
所
之
庄
屋
申
候
趣
と
被
仰
聞
候
首
尾
と
ハ
中
々
相
違
成
儀
共
二
候
、
他
組
と
申
、
拙
者
式
差
出
野
明
可
申
様

子
二
而
ハ
無
御
座
候
、
殊
二
今
度
瀧
水
村
出
入
之
儀
申
入
候
処
、
不
存
寄
秋
臼
山
之
儀
内
讃
被
仰
聞
候
、
此
殿
御
思
案
可
被
成
候
、

此
度
之
一
儀
二
出
合
可
申
儀
二
而
可
有
御
座
哉
と
申
、
請
合
不
申
候
事
、

一
、
次
兵
衛
挨
拶
仕
候
ハ
、
秋
日
山
之
儀
此
方
二
憧
成
控
等
も
有
之
論
所
無
紛
儀
二
御
座
候
処
、
其
御
領
之
衆
ハ
其
元
御
領
分
之
様

二
被
相
心
得
候
哉
と
存
候
由
、
久
住
弥
右
衛
門
私
へ
申
聞
候
趣
二
付
、
先
日
得
御
意
申
た
る
事
二
候
、
彼
地
御
境
目
之
百
姓
共
、

毎
度
互
二
色
々
之
儀
を
申
出
入
か
ま
し
く
有
之
、
苦
々
敷
儀
二
存
候
段
、
最
前
此
方
よ
り
も
得
御
意
、
御
自
分
よ
り
も
被
仰
聞
二

付
、
彼
秋
日
山
之
儀
双
方
覚
違
居
申
候
而
ハ
、
ひ
た
と
出
入
出
来
仕
笑
止
二
存
、
御
境
目
何
方
も
末
々
無
伏
蔵
有
之
度
儀
と
存
、

此
儀
を
も
御
物
語
申
入
た
る
儀
之
由
申
候
ヘ
ハ
、
伝
左
衛
門
申
候
ハ
、
被
仰
聞
候
趣
所
之
役
人
共
へ
も
申
聞
様
子
承
候
処
、
殊
外

相
違
二
付
、
兎
角
私
共
立
聞
二
て
ハ
野
明
可
申
様
子
二
而
無
之
候
間
、
左
様
相
心
得
候
へ
と
申
候
、
彼
方
之
申
分
を
も
次
兵
衛
二

不
申
聞
、
此
方
之
様
子
を
も
尋
不
申
二
付
、
委
細
可
申
聞
様
も
無
御
座
、
其
分
に
て
召
置
候
通
次
兵
衛
書
付
差
出
申
候
事
、

こ
の
記
述
は
（
覚
帳
Ｂ
）
、
伝
左
衛
門
ら
と
会
っ
た
野
津
原
次
兵
衛
が
郡
方
に
上
申
し
た
「
書
付
」
Ⅱ
報
告
書
の
内
容
を
御
郡
間
付
き

役
人
が
要
約
し
た
も
の
で
あ
る
。
伝
左
衛
門
は
自
身
の
見
解
を
「
覚
書
」
に
ま
と
め
て
次
兵
衛
に
手
渡
し
た
が
、
そ
こ
に
は
次
の
よ
う
に

述
べ
ら
れ
て
い
た
。
秋
日
山
が
「
論
地
」
で
あ
る
と
い
う
と
い
う
肥
後
側
の
主
張
は
、
伝
左
衛
門
も
今
度
の
相
論
で
は
じ
め
て
耳
に
し
た

こ
と
で
、
「
不
審
千
万
」
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
肥
後
側
（
久
住
手
永
惣
庄
屋
弥
右
衛
門
）
の
主
張
と
「
所
之
庄
屋
」
（
岡
藩
領
有
氏
組
千

石
庄
屋
）
の
言
い
分
と
は
大
き
く
隔
た
っ
て
い
る
。
「
他
組
」
の
案
件
で
も
あ
る
し
、
先
行
す
る
瀧
水
村
相
論
に
加
え
て
本
件
ま
で
自
分

が
取
り
持
つ
の
は
無
理
で
あ
る
（
第
一
条
）
。

こ
れ
に
対
し
て
次
兵
衛
は
、
肥
後
側
の
証
拠
書
類
に
よ
れ
ば
秋
日
山
は
「
論
所
」
で
あ
る
こ
と
は
確
実
で
、
竹
田
側
が
竹
田
領
の
内
だ

と
心
得
て
い
る
の
は
問
題
で
あ
る
、
と
い
う
久
住
惣
庄
屋
弥
右
衛
門
の
主
張
は
先
日
伝
え
た
と
お
り
で
あ
り
、
そ
れ
が
「
末
々
」
Ⅱ
将
来
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老
衆
は
、
翌
元
禄
元
年
（

よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

元
禄
弐
年
正
月
竹
田
領
与
久
住
御
境
目
之
論
所
、
秋
日
山
井
三
俣
峠
之
儀
二
付
、
稲
葉
右
京
様
へ
御
家
老
中
よ
り
兼
坂
五
郎
右
衛

門
御
使
者
二
被
遣
候
処
、
弥
論
所
二
被
成
置
候
様
二
と
相
極
二
付
覚
帳

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
熊
本
藩
家
老
衆
は
家
臣
の
兼
坂
五
郎
右
衛
門
を
臼
杵
藩
主
稲
葉
右
京
亮
の
も
と
に
派
遣
し
て
相
論
解
決
の
仲
介
役
を
頼

み
、
そ
の
結
果
、
熊
本
藩
側
の
主
張
が
通
っ
て
秋
日
山
・
三
俣
峠
が
と
も
に
「
論
所
」
に
極
ま
る
に
至
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
以
下
、
こ

れ
を
「
覚
帳
Ｃ
」
と
し
て
検
討
し
て
み
よ
う
。

竹
田
御
領
御
境
目
所
々
出
入
之
儀
ニ
付
兼
坂
五
郎
右
衛
門
儀
、
元
禄
元
年
十
一
月
臼
杵
稲
葉
右
京
亮
様
へ
御
家
老
中
よ
り
御
使

者
二
被
遣
候
、
其
節
之
覚
書
相
調
被
差
出
候
様
二
申
談
候
之
処
、
左
之
通
、

（
二
）
臼
杵
藩
主
稲
葉
右
京
亮
の
仲
介

こ
う
し
た
状
況
を
岡
藩
当
局
が
ど
の
よ
う
に
理
解
し
、
紛
争
の
解
決
に
動
い
た
か
は
明
ら
か
で
な
い
。
だ
が
熊
本
藩
の
当
局
者
た
ち
が
、

秋
日
山
を
い
わ
ば
藩
領
境
の
相
互
不
可
侵
領
域
た
る
「
論
所
」
と
し
て
維
持
し
な
い
限
り
、
山
相
論
の
継
続
と
公
儀
レ
ベ
ル
で
の
問
題
化

は
避
け
ら
れ
な
い
と
判
断
し
て
い
た
こ
と
は
、
上
述
の
家
老
中
の
対
応
に
よ
っ
て
推
測
さ
れ
る
。
最
初
の
交
渉
策
に
失
敗
し
た
熊
本
藩
家

老
衆
は
、
翌
元
禄
元
年
の
十
一
月
に
新
た
な
動
き
を
み
せ
た
。
細
川
家
文
書
目
録
番
号
一
四
、
一
九
、
六
一
の
覚
帳
の
表
紙
に
は
、
次
の

に
わ
た
っ
て
払
拭
さ
れ
な
け
れ
ば
必
ず
相
論
が
再
燃
す
る
こ
と
に
な
る
、
と
主
張
し
た
ｃ
だ
が
伝
左
衛
門
は
、
と
に
か
く
一
所
之
役
人
共
」

Ⅱ
有
氏
組
の
村
役
人
た
ち
の
主
張
と
肥
後
側
の
主
張
は
ま
っ
た
く
食
い
違
っ
て
い
る
か
ら
、
自
分
が
仲
介
役
と
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
、

と
繰
り
返
す
ば
か
り
で
、
有
氏
組
村
役
人
の
具
体
的
な
主
張
内
容
を
説
明
し
よ
う
と
も
し
な
か
っ
た
の
で
、
次
兵
衛
も
諦
め
ざ
る
を
得
な

か
っ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
（
第
二
条
）
。
。

こ
う
し
て
、
熊
本
藩
家
老
衆
が
期
待
を
寄
せ
た
近
隣
惣
庄
屋
を
媒
介
と
し
た
交
渉
の
途
は
、
あ
っ
け
な
く
も
閉
ざ
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
の
で
あ
っ
た
。
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銅
杷
梯
”
吐
出
〃
坪
仙
》
拶
鈴
可
抵
伺
鉛
佃
毎
秒
鈴
傾
抵
歩
旧
斤
は
マ
ハ
《
廷
狸
印
二
淵
側
郵
州
棚
至
仁
一
牙
告
欠
娼
側
〈
鈴
佃
欄
賜
土
値
鼎
穆
、
洲
桐
叫
一
列
挙
何
一
九
鈴
ヰ
‐
Ｔ
一
口
洞
圭
（
［
旧
緋
鯉
壬
午
函
献
１
型
な
み
侭
ｕ

秋
日
山
・
同
瀧
水
村
・
鶴
崎
山
奥
弓
立
村
三
ヶ
所
之
論
地
見
分
仕
、
直
二
臼
杵
江
罷
越
、
同
月
十
六
日
彼
地
へ
着
仕
候
処
、
於
御
城

御
前
へ
被
召
出
候
二
付
、
御
家
老
中
よ
り
之
相
口
之
口
上
、
三
ヶ
所
之
絵
図
差
上
申
上
候
、
（
中
略
）
秋
日
山
論
所
之
儀
者
、
従
古

来
段
々
子
細
も
御
座
候
付
、
此
方
二
者
論
所
と
存
居
申
候
、
就
夫
彼
所
二
而
ハ
諸
猟
井
薪
等
も
取
不
申
候
様
二
此
方
百
姓
共
江
者
堅

申
付
置
候
、
右
之
趣
を
相
背
、
去
年
も
彼
山
江
罷
越
、
木
を
伐
候
二
付
、
龍
舎
申
付
置
候
、
然
処
二
、
竹
田
御
領
之
も
の
共
ハ
彼
御

領
二
参
木
を
伐
申
二
付
龍
舎
申
付
候
様
二
存
居
申
由
二
御
座
候
、
就
夫
右
論
所
を
彼
御
領
と
心
得
居
申
候
哉
、
山
開
仕
又
者
諸
猟
・

薪
を
も
取
申
由
二
御
座
候
、
此
方
よ
り
彼
方
之
通
仕
候
而
ハ
、
相
論
絶
申
間
鋪
と
存
、
竹
田
御
領
よ
り
論
所
へ
参
候
而
如
何
様
成
儀

仕
候
と
て
も
先
構
不
申
様
二
と
申
付
置
候
、
ヶ
様
二
御
座
候
て
ハ
、
後
々
ハ
お
の
っ
か
ら
竹
田
御
領
之
様
二
成
行
可
申
候
間
、
論
所

双
方
よ
り
不
致
手
懸
様
二
成
共
、
又
ハ
互
二
薪
を
取
山
開
等
井
諸
猟
を
も
仕
候
様
二
成
共
仕
度
に
て
、
家
老
共
申
段
申
上
候
処
、
委

細
御
聞
届
候
、
最
前
よ
り
彼
方
様
ニ
ハ
何
之
御
了
簡
茂
無
御
座
候
、
然
共
急
二
野
明
不
申
二
て
も
之
儀
と
思
召
候
、
殊
二
双
方
立
合

申
儀
者
猶
以
立
間
鋪
候
、
立
相
二
て
自
然
事
済
申
候
て
も
以
後
二
て
と
く
と
不
仕
候
様
に
思
召
候
間
、
弥
御
領
内
ハ
三
ヶ
所
共
二
只

今
之
通
論
所
二
手
懸
不
仕
様
二
被
仰
付
候
て
可
然
思
召
候
、
左
候
而
も
彼
方
よ
り
事
ケ
間
鋪
申
候
て
、
又
ハ
論
所
手
懸
申
候
ハ
、
、

右
之
段
右
京
亮
様
迄
幾
度
も
可
被
仰
下
候
、
彼
方
様
よ
り
佐
渡
守
様
へ
御
内
意
二
而
何
ヶ
度
も
可
被
仰
入
者
、
自
然
と
事
済
可
申
様

二
思
召
候
、
尤
右
之
通
事
済
可
申
者
御
存
知
不
被
成
候
へ
と
も
、
此
趣
何
茂
御
同
意
思
召
候
ハ
、
佐
渡
殿
よ
り
其
段
可
被
仰
越
候
、

其
上
二
而
佐
渡
守
様
へ
可
被
仰
置
候
、
且
又
御
参
勤
之
上
太
守
様
・
佐
渡
守
様
・
右
京
様
御
参
会
被
遊
、
被
仰
談
上
々
御
支
茂
無

御
座
候
ハ
、
、
下
ハ
猶
以
別
条
有
之
間
鋪
と
思
召
候
？
何
与
哉
堅
□
か
く
し
か
し
ぬ
儀
と
私
茂
可
存
候
へ
と
も
、
此
上
二
者
御
了
簡

茂
無
御
座
由
被
仰
聞
候
、
左
候
而
、
御
城
退
出
□
口
彼
地
罷
立
、
同
月
廿
日
夜
二
入
熊
本
江
着
仕
候
二
付
、
翌
朝
佐
渡
殿
御
宅
江
参

上
仕
候
処
、
御
家
老
中
御
寄
合
被
成
御
座
、
何
茂
御
列
座
二
而
右
京
亮
様
御
返
事
之
通
申
達
候
事
、
（
中
略
）

上
仕
候
処
、
御
一

元
禄
弐
年陸

Ⅱ
月
廿
日

謙
叛
玉
側
左
偉
Ｒ
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機
星
作
い
Ｃ
に
乍
弓
さ
鞠
馴
上
人
子
仁
α
も
〆
塞
巨
伯
庁
に
鑑
桐
鮒
涌
ト
翌
醒
永
さ
勘
加
え
韮
郡
僻
妙
去
″
錬
王
毛
汁
Ｔ
に
雑
双
叫
凹
し
た
一
機
兄
書
こ
“
１
判
＆
に
書
』
て
主
α
そ
‐
柏
鰹
孝
信
に
何
い
じ

ら
れ
た
兼
坂
は
元
禄
元
年
十
一
月
九
日
に
熊
本
を
発
つ
と
、
久
住
山
を
含
む
竹
田
領
と
の
係
争
地
三
ヶ
所
を
実
見
し
て
い
る
。
藩
当
局
者

が
現
地
を
見
た
の
は
こ
れ
が
初
め
て
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
兼
坂
は
そ
の
足
で
十
六
日
に
は
臼
杵
に
入
り
、
臼
杵
城
に
お
い
て
藩
主
稲

葉
右
京
亮
の
御
前
に
召
さ
れ
て
絵
図
を
示
し
な
が
ら
熊
本
藩
家
老
中
の
口
上
を
伝
え
た
。
秋
日
山
論
所
に
関
す
る
家
老
中
の
口
上
は
、
前

年
に
野
津
原
次
兵
衛
を
つ
う
じ
て
竹
田
側
に
主
張
し
た
内
容
と
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
っ
た
。
現
状
で
は
秋
日
山
に
竹
田
領
百
姓
が
入
っ
て

こ
よ
う
と
も
肥
後
側
か
ら
は
何
の
手
出
し
も
し
な
い
で
い
る
が
、
こ
の
ま
ま
で
は
か
の
「
論
所
」
は
「
お
の
っ
か
ら
竹
田
御
領
之
様
二
」

な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
か
ら
、
双
方
と
も
一
切
の
用
益
を
ス
ト
ッ
プ
す
る
か
、
あ
る
い
は
薪
採
取
・
山
開
き
・
諸
猟
を
入
会
で
行
う
か
、

い
ず
れ
か
の
処
置
が
必
要
で
あ
る
、
と
申
し
添
え
て
い
る
。

こ
の
口
上
に
対
し
て
稲
葉
右
京
亮
は
次
の
よ
う
な
見
解
を
示
し
た
と
い
う
。
こ
の
紛
争
の
解
決
に
つ
い
て
自
分
に
は
何
ら
の
成
案
も
な

く
、
ま
た
火
急
の
案
件
と
も
思
っ
て
い
な
か
っ
た
。
だ
が
？
双
方
の
百
姓
が
立
合
っ
て
境
目
を
画
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
し
、
も

し
そ
れ
が
当
座
可
能
で
あ
っ
て
も
後
々
は
紛
争
が
再
発
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
秋
日
山
も
含
め
て
三
ヶ
所
の
係
争
地
は
す
べ
て
肥
後
側
の

主
張
ど
お
り
「
論
所
」
と
し
て
双
方
の
山
用
益
を
停
止
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
竹
田
側
か
ら
論
所
に
入
っ
て
薪
採
取
や
猟
を

す
る
こ
と
が
あ
っ
た
ら
、
何
度
で
も
良
い
か
ら
自
分
ま
で
報
告
し
て
欲
し
い
。
自
分
か
ら
「
佐
渡
守
様
」
つ
ま
り
岡
藩
主
中
川
佐
渡
守
久

恒
ま
で
内
意
に
何
度
で
も
申
し
入
れ
れ
ば
、
解
決
す
る
と
思
う
。
も
し
こ
の
よ
う
な
方
法
に
肥
後
側
が
同
意
で
き
る
な
ら
、
「
佐
渡
殿
」
Ⅱ

熊
本
藩
家
老
長
岡
佐
渡
守
か
ら
そ
の
旨
を
伝
え
て
も
ら
い
、
そ
の
う
え
で
自
分
か
ら
中
川
佐
渡
守
へ
働
き
か
け
よ
う
。
さ
ら
に
、
参
勤
の

と
き
に
江
戸
に
お
い
て
「
太
守
様
」
Ⅱ
細
川
越
中
守
綱
利
、
中
川
佐
渡
守
、
自
分
の
藩
主
三
名
で
談
合
を
も
と
う
。
そ
れ
で
支
障
が
な
け

れ
ば
「
下
」
つ
ま
り
現
地
の
百
姓
ど
う
し
の
対
立
も
解
決
す
る
で
あ
ろ
う
。
解
決
方
法
は
こ
れ
し
か
な
い
で
あ
ろ
う
。

稲
葉
は
肥
後
側
の
主
張
を
岡
藩
主
中
川
に
認
め
さ
せ
る
立
場
か
ら
仲
介
役
と
な
る
こ
と
を
買
っ
て
出
た
の
で
あ
っ
た
。
収
穫
を
得
た
使

者
の
兼
坂
は
即
日
臼
杵
を
発
ち
、
二
十
日
夜
に
熊
本
に
戻
る
と
翌
朝
に
は
家
老
長
岡
佐
渡
守
宅
に
お
い
て
開
催
さ
れ
て
い
た
家
老
衆
寄
合

の
席
で
以
上
の
結
果
を
報
告
し
て
い
る
。
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覚
帳
Ｃ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
結
果
は
長
岡
佐
渡
守
の
覚
書
に
ま
と
め
ら
れ
て
、
稲
葉
右
京
亮
の
「
御
内
状
三
通
」
と
と
も
に
郡
方
役
人
に

伝
達
さ
れ
、
次
い
で
そ
れ
ら
は
月
番
家
老
長
岡
監
物
へ
と
ま
わ
さ
れ
た
。
翌
元
禄
二
年
正
月
晦
日
、
長
岡
監
物
は
こ
れ
を
も
と
に
現
地
提

示
用
の
「
覚
」
四
箇
条
を
作
成
し
て
久
住
御
郡
奉
行
に
直
接
渡
し
、
今
後
の
対
応
を
指
示
し
た
。
そ
の
内
容
は
第
一
に
、
係
争
地
は
「
論

所
」
と
し
て
双
方
と
も
手
出
し
を
し
な
い
地
と
な
り
、
竹
田
領
百
姓
に
対
し
て
も
岡
藩
当
局
か
ら
立
入
禁
止
の
指
示
が
な
さ
れ
る
筈
で
あ

る
こ
と
。
第
二
に
、
も
し
論
地
に
立
ち
入
っ
た
と
こ
ろ
を
竹
田
領
の
百
姓
に
見
ら
れ
た
ら
、
す
ぐ
さ
ま
現
地
の
村
役
人
か
ら
熊
本
藩
当
局

に
通
報
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
逆
に
竹
田
側
の
百
姓
が
論
地
に
入
っ
て
い
る
の
を
見
届
け
て
も
、
強
引
に
答
め
た
り
せ
ず
に
惣
庄
屋
に
通

報
せ
よ
。
事
態
を
御
郡
奉
行
か
ら
藩
の
御
奉
行
衆
へ
上
申
し
て
措
置
を
と
る
。
第
三
に
、
二
年
前
の
相
論
発
生
時
に
入
龍
さ
せ
た
当
事
者

百
姓
四
名
は
「
稲
葉
右
京
亮
様
」
の
「
申
付
」
を
も
と
に
家
老
中
の
判
断
と
し
て
出
篭
さ
せ
る
か
ら
、
こ
の
旨
を
惣
庄
屋
に
よ
く
説
明
し

第
一
に
は
、
松
平
将
監
・
中
川
・
細
川
の
三
家
の
闘
取
り
で
「
決
ま
っ
た
」
藩
領
境
が
、
「
論
所
」
の
実
態
と
は
縮
離
し
た
、
ゆ
え
に

関
係
す
る
諸
藩
に
と
っ
て
も
諸
百
姓
に
と
っ
て
も
ま
っ
た
く
ナ
ン
セ
ン
ス
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
惣
庄
屋
を
筆
頭
と
し

こ
う
し
て
、
足
か
け
二
年
に
及
ん
だ
貞
享
の
相
論
は
、
臼
杵
藩
主
が
肥
後
側
の
主
張
を
尊
重
し
つ
つ
岡
藩
主
と
の
仲
介
役
を
務
め
る
こ

と
に
よ
っ
て
一
応
の
解
決
を
み
た
。
お
そ
ら
く
、
兼
坂
が
臼
杵
で
稲
葉
右
京
亮
に
面
会
し
た
元
禄
元
年
十
一
月
か
ら
長
岡
監
物
が
現
地
提

示
用
の
「
覚
」
を
作
成
し
た
翌
年
正
月
晦
日
ま
で
の
間
に
、
岡
藩
側
の
合
意
を
取
り
付
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
係
争
地
は
相

互
不
可
侵
の
「
論
所
」
と
し
て
確
定
さ
れ
、
相
論
の
激
化
と
公
儀
訴
訟
の
発
生
と
い
う
事
態
は
ひ
と
ま
ず
回
避
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

て
実
行
す
る
こ
と
。
以
上
で
あ
っ
た
。

つ
の
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
ｃ

「
間
引
き
で
決
ま
っ
た
藩
領
境
」
と
い
う
本
論
の
タ
イ
ト
ル
に
お
け
る
「
決
ま
っ
た
」
と
い
う
表
現
に
は
、
と
も
に
や
や
逆
説
的
な
二

ま
た
り
に



え
葺
一
唖
蝿
α
叩
硬
α
盾
酎
昭
と
震
う
し
力
三
胴
、
北
」
て
き
た
》
困
り
巾
伯
綴
》
、
王
し
ハ
ル
に
主
け
愚
嬉
昇
目
α
徒
詫
鰯
利
ユ
仔
α
画
一
た
り
も
ま
た
庁
匪
軸
鄭
て
方
言
一
た
‐

そ
れ
は
、
山
野
に
お
け
る
領
域
秩
序
の
一
次
的
な
決
定
権
が
在
地
の
村
共
同
体
の
相
互
交
渉
の
う
ち
に
確
保
さ
れ
て
い
る
と
い
う
、
十
七

世
紀
の
社
会
の
特
質
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
特
質
形
成
の
起
点
は
、
山
野
領
域
を
自
力
で
維
持
（
当
知
行
）
し
よ
う
と
す
る
村

共
同
体
が
形
成
さ
れ
る
中
世
段
階
に
求
め
ら
れ
る
（
躯
）
。
本
論
で
扱
っ
た
十
七
世
紀
末
ま
で
の
山
相
論
の
様
相
が
中
世
的
な
色
彩
を
強
く
帯

び
て
い
た
事
実
が
、
そ
れ
を
証
明
す
る
だ
ろ
う
。

第
二
に
、
国
絵
図
を
作
成
す
る
大
名
家
中
の
担
当
役
人
か
ら
幕
府
大
目
付
ま
で
が
「
論
所
」
た
る
実
体
を
承
知
し
な
が
ら
、
国
絵
図
に

は
そ
れ
に
反
し
て
ま
っ
た
く
形
式
的
に
間
取
り
で
「
決
め
た
」
境
目
が
描
き
こ
ま
れ
た
。
そ
こ
に
示
さ
れ
る
「
公
儀
の
国
土
領
有
」
の
性

格
に
注
意
し
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
国
絵
図
作
成
・
徴
収
事
業
が
天
皇
を
不
可
欠
の
要
素
と
し
て
組
み
込
ん
で
成
立
し
た
「
公
儀
」

の
権
限
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
え
た
こ
と
を
認
め
る
に
し
て
も
、
そ
の
国
絵
図
や
土
地
帳
簿
は
地
域
の
生
産
的
労
働
の
場
に
お
け
る
現
実
の

領
域
秩
序
や
そ
れ
に
規
定
さ
れ
た
領
主
的
領
有
の
秩
序
を
あ
り
の
ま
ま
に
把
握
し
た
も
の
と
は
い
え
ず
、
と
き
に
形
式
的
統
一
性
を
優
先

さ
せ
て
、
申
告
さ
れ
た
実
体
に
蓋
を
す
る
よ
う
な
傾
向
を
帯
び
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
研
究
者
が
こ
の
点
に
無
自
覚
な
ま
ま
国
絵
図
や
山

帳
簿
を
眺
め
て
い
た
な
ら
、
そ
れ
ら
歴
史
資
料
の
形
式
的
表
象
に
か
ら
め
と
ら
れ
、
「
論
所
」
の
ご
と
き
土
地
用
益
の
実
態
や
そ
れ
が
季

境
む
社
会
的
矛
盾
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
志
向
性
が
失
わ
れ
、
し
た
が
っ
て
伝
統
日
本
社
会
と
国
制
と
の
歴
史
的
関
係
を
正
し
く
理
解
す
る

癖
途
も
閉
ざ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

垂
さ
て
、
本
論
で
扱
っ
た
藩
領
を
越
え
た
相
論
（
国
境
相
論
）
の
解
決
過
程
は
、
紛
争
解
決
な
い
し
処
理
に
お
い
て
機
能
す
る
社
会
と
藩

潅
当
局
（
大
名
権
力
）
と
の
政
治
的
関
係
を
よ
く
示
し
て
く
れ
た
。

でき
藩
当
局
を
構
成
す
る
郡
方
役
人
・
奉
行
衆
・
家
老
衆
が
竹
田
領
境
に
関
し
て
把
握
し
え
た
情
報
は
、
す
べ
て
在
地
の
惣
庄
屋
が
現
地
の

弓圃
御
郡
奉
行
に
申
告
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
正
保
国
絵
図
作
成
の
前
提
と
な
る
境
目
の
領
域
秩
序
に
関
す
る
情
報
、
相
論
発
生
時
の
状
況
、

相
手
方
た
る
竹
田
領
の
状
況
、
過
去
の
相
論
で
奪
取
し
た
山
道
具
の
所
在
に
つ
い
て
の
情
報
、
相
論
の
歴
史
的
経
緯
に
つ
い
て
の
情
報
。

９ｕ
こ
れ
ら
は
す
べ
て
惣
庄
屋
及
び
村
役
人
の
責
任
で
口
上
書
の
形
式
で
も
っ
て
御
郡
奉
行
に
上
申
さ
れ
、
現
地
の
御
郡
奉
行
か
ら
熊
本
の
御



稲葉継閣 12C

剃
一
孝
一
和
〈
さ
ら
に
そ
こ
力
ら
《
梱
の
苓
罰
［
后
て
理
あ
る
郡
・
万
へ
そ
し
て
一
幸
↑
狗
衆
ｇ
－
詠
争
宅
漂
入
と
娼
仁
一
選
さ
れ
た
く
辛
湘
の
一
息
思
唖
訳
一
定
漁
癌
匪
隔
た
る
｛
家

老
衆
の
寄
合
は
、
そ
れ
ら
の
情
報
を
殆
ど
無
条
件
で
受
容
し
つ
つ
方
針
を
決
定
し
、
執
行
を
指
示
す
る
が
、
そ
の
権
力
意
思
も
御
郡
奉
行

を
経
由
し
て
現
地
の
惣
庄
屋
に
伝
達
さ
れ
、
当
事
者
百
姓
の
龍
へ
の
拘
禁
・
解
放
な
ど
も
惣
庄
屋
の
責
任
で
執
行
さ
れ
た
。
家
老
衆
の
寄

合
か
ら
求
め
ら
れ
た
と
は
い
え
、
当
事
者
た
る
百
姓
に
報
復
感
情
を
抑
制
さ
せ
て
在
龍
に
収
容
し
、
私
縁
を
頼
り
に
竹
田
領
内
の
情
報
を

収
集
し
、
今
は
亡
き
古
老
の
物
語
か
ら
相
論
の
歴
史
を
再
構
成
し
て
御
郡
奉
行
に
報
告
し
た
の
は
村
役
人
・
惣
庄
屋
で
あ
り
、
相
論
解
決

交
渉
の
前
半
に
お
い
て
実
際
に
交
渉
に
動
い
た
の
も
近
隣
の
惣
庄
屋
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
相
論
へ
の
対
応
方
針
の
決
定
権
が
家
老

衆
寄
合
に
帰
属
し
た
後
も
、
現
地
に
密
着
し
た
村
役
人
・
惣
庄
屋
の
活
動
は
止
む
こ
と
は
な
い
し
、
そ
れ
な
し
に
は
家
老
衆
の
寄
合
も
機

能
し
え
な
い
。
勿
論
、
こ
う
し
た
村
役
人
や
惣
庄
屋
の
活
動
の
も
と
で
は
、
村
レ
ベ
ル
・
手
永
レ
ベ
ル
で
の
百
姓
の
寄
合
が
頻
繁
に
開
か

れ
、
近
隣
惣
庄
屋
ど
う
し
の
連
絡
も
緊
密
に
成
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ね
ば
な
る
ま
い
。
念
の
た
め
に
述
べ
て
お
く
が
、
こ
れ
は
当
該
期
の

村
が
藩
権
力
の
下
請
け
機
関
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
事
実
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
相
論
の
解
決
は
久
住
手
永
の
村
々
の
百
姓
た
ち

自
身
が
望
む
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
か
ら
。

そ
し
て
、
久
住
弥
右
衛
門
や
筑
紫
庄
内
も
含
め
て
、
熊
本
藩
に
お
け
る
十
七
世
紀
段
階
の
惣
庄
屋
の
多
く
が
在
地
の
有
力
者
で
あ
っ
た

事
実
を
踏
ま
え
れ
ば
、
同
藩
の
地
域
行
政
制
度
た
る
手
永
制
は
、
戦
国
期
ま
で
に
村
共
同
体
を
中
核
と
し
て
形
成
さ
れ
た
実
体
あ
る
地
域

を
、
そ
の
地
域
の
一
員
で
あ
っ
て
且
つ
そ
の
地
域
を
自
治
的
・
行
政
的
に
統
括
し
う
る
特
定
の
者
を
惣
庄
屋
に
任
命
す
る
こ
と
で
制
度
的

に
編
成
し
た
も
の
と
み
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
《
”
》
。

し
か
し
、
藩
当
局
も
情
報
の
提
供
と
決
定
事
項
の
執
行
を
た
だ
現
地
に
任
せ
て
い
た
だ
け
で
は
な
い
。
郡
方
の
役
人
は
、
役
所
に
蓄
積

さ
れ
て
い
た
「
古
キ
書
付
共
」
の
な
か
か
ら
、
当
該
の
相
論
に
関
す
る
決
定
的
な
証
拠
文
書
を
探
し
出
し
、
家
老
衆
の
寄
合
に
提
供
し
て

い
た
か
ら
で
あ
る
。
過
去
に
惣
庄
屋
や
村
役
人
か
ら
上
申
さ
れ
た
文
書
や
、
み
ず
か
ら
が
作
成
し
た
文
書
を
案
件
ご
と
検
索
可
能
な
よ
う

に
集
積
・
保
管
し
、
い
ざ
紛
争
が
再
燃
す
れ
ば
そ
れ
ら
文
書
の
内
容
を
総
括
し
、
紛
争
解
決
の
た
め
に
活
用
す
る
。
そ
し
て
取
り
組
み
が

一
定
の
成
果
を
あ
げ
れ
ば
、
本
論
が
利
用
し
た
「
覚
帳
」
の
よ
う
に
、
そ
の
経
緯
を
記
し
つ
つ
関
係
文
書
を
も
写
し
た
記
録
を
作
成
し
、
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閉
（
１
）
稲
葉
継
陽
「
中
世
史
に
お

学
研
究
会
編
「
シ
リ
ー
ズ
歴

春
夫
編
「
き
の
く
に
荘
園
の

研
究
」
一
、
二
○
○
三
年
）
。

（
２
）
川
岡
勉
「
室
町
幕
府
ｌ
守

（
『
歴
史
評
論
』
四
○
四
、
一

館
、
二
○
○
三
年
）
な
ど
。

当
該
期
の
日
本
社
会
に
お
け
る
秩
序
構
造
の
形
成
方
向
を
「
上
か
ら
」
「
下
か
ら
」
に
二
分
す
る
よ
う
な
素
朴
な
発
想
ｌ
そ
れ
は
史

的
唯
物
論
の
基
本
理
論
の
極
め
て
形
式
的
な
適
用
に
ほ
か
な
る
ま
い
ｌ
は
、
分
析
深
化
の
方
法
に
は
決
し
て
な
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

保
管
し
て
、
次
な
る
活
用
の
機
会
に
備
え
る
‐
情
報
の
蓄
積
・
保
存
・
検
索
・
総
括
・
活
用
と
い
う
視
点
か
ら
膨
大
な
藩
政
文
書
群
の
内

容
を
解
析
す
る
こ
と
で
、
藩
権
力
の
当
該
の
社
会
に
お
け
る
歴
史
的
位
置
が
よ
り
豊
か
に
把
握
で
き
る
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
、
本
境
相
論
の
解
決
過
程
の
段
階
性
・
重
層
性
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。
そ
の
過
程
は
第
一
に
当
事
者
集
団
を
代
表
す
る

村
役
人
・
惣
庄
屋
に
よ
る
紛
争
の
凍
結
と
領
域
秩
序
画
定
の
追
求
、
第
二
に
惣
庄
屋
か
ら
の
情
報
と
藩
の
部
局
に
蓄
積
さ
れ
て
い
た
情
報

と
を
も
と
に
試
み
ら
れ
た
近
隣
惣
庄
屋
ど
う
し
の
交
渉
、
第
三
に
藩
ど
う
し
の
共
同
法
廷
の
開
催
や
近
隣
藩
主
の
仲
介
、
と
い
う
よ
う
に

段
階
的
・
重
層
的
に
推
移
し
て
い
る
。
第
三
段
階
で
も
解
決
を
み
な
け
れ
ば
、
そ
の
先
に
は
最
終
段
階
と
し
て
の
公
儀
訴
訟
が
予
想
さ
れ

て
い
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
当
該
社
会
に
お
け
る
紛
争
は
、
こ
れ
ら
段
階
的
・
重
層
的
紛
争
解
決
の
体
系

の
う
ち
の
い
ず
れ
か
で
解
決
あ
る
い
は
凍
結
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
本
相
論
の
よ
う
な
領
域
支
配
の
境
界
地
点
で
発
生
し
た
紛
争
ほ

ど
高
次
の
段
階
に
持
ち
込
ま
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
体
系
は
自
律
的
な
村
共
同
体
ｌ
地
域
（
「
手
永
」
は
そ

の
制
度
化
さ
れ
た
形
態
）
ｌ
藩
の
行
政
機
構
ｌ
「
公
儀
」
と
い
う
、
伝
統
日
本
社
会
に
お
け
る
紛
争
解
決
能
力
を
有
す
る
結
合
態
・
権
力

α
糊
や
障
常
化
さ
れ
た
弗
巽
感
）
’
一
潮
《

の
重
層
構
造
に
対
応
し
て
い
る
。

和
剥
外
側
和
師
働
一
汁
可
Ⅲ
胆
は
み
炉
い
・
未
Ｍ
Ｗ
Ｚ
量
醐
恥
毎
す
と
皿
Ｉ
君
価
」
二
回
四
壬
午
は
み
、
Ｗ
筑
色
、
睦
ｍ
隆
戸
』
－
４
列
４
列
教
刻
々
可
）
雁
岬
一
酢
‘
・
禍
一
抑
陛
消
》
余
Ⅲ
細
輝
α
木
型
泥
フ
ュ
ー
’
一
ブ
Ｌ
二
斗
鋤
制
」
伝
脳
・
唾
《

研
究
会
編
「
シ
リ
ー
ズ
歴
史
学
の
現
在
２
紛
争
と
訴
訟
の
文
化
史
』
青
木
瞥
店
、
二
○
○
○
年
）
、
同
「
名
手
荘
と
丹
生
屋
村
の
用
水
相
論
」
（
山
陰
加

夫
編
「
き
の
く
に
荘
園
の
世
界
下
巻
」
清
文
堂
、
二
○
○
二
年
）
、
同
「
戦
国
大
名
領
『
境
目
」
地
域
に
お
け
る
城
と
村
落
」
（
『
熊
本
大
学
社
会
文
化

Ｑ
■
△
口
■
《
、
■
凸
嘆
、
〃
Ｆ
ｈ
Ｉ
Ｆ
ｂ
ｂ
ｅ
。
、
凸
〆
昼
げ

鮒
一
霞
一
関
淵
》
雁
抽
１
Ａ
可
訓
付
”
耐
．
α
或
雲
擢
垂
と
州
掴
淵
●
亥
」
二
Ｅ
・
却
呼
〈
耐
鋤
色
凹
ユ
ノ
胆
二
ｃ
ｃ
一
丑
辿
涜
○
オ
冊
桝
Ⅷ
｜
踊
逆
α
迂
仙
狸
妾
銅
欠
《
Ⅲ
聖
髄
に
こ
し
て
」

評
論
』
四
○
四
、
一
九
八
三
年
）
、
同
「
日
本
近
世
国
家
史
の
研
究
」
（
岩
波
嘗
店
、
一
九
九
○
年
）
、
脇
田
晴
子
「
天
皇
と
中
世
文
化
」
（
吉
川
弘
文

○
○
三
年
）
な
ど
。
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（
旧
）
正
保
国
絵
図
も
含
む
国
絵
図
作
成
過
程
と
特
色
に
つ
い
て
は
川
村
博
忠
「
江
戸
幕
府
撰
国
絵
図
の
研
究
」
（
古
今
書
院
、
一
九
八
四
年
）
が
、
国
絵
図
作

成
に
際
し
て
の
国
境
相
論
や
公
儀
で
の
百
姓
公
事
問
題
か
ら
立
ち
上
げ
た
近
世
領
域
支
配
論
と
し
て
は
杉
本
史
子
「
領
域
支
配
の
展
開
と
近
世
』
（
山
川
出

版
社
、
一
九
九
九
年
）
が
、
と
も
に
重
要
で
あ
る
。

（
Ｍ
）
川
村
博
忠
前
掲
『
江
戸
幕
府
撰
国
絵
図
の
研
究
」
参
照
。

（
脂
）
「
中
川
氏
年
謂
」
元
禄
十
一
年
六
月
九
日
条
（
北
村
清
士
校
注
『
中
川
史
料
集
」
新
人
物
往
来
社
、
一
九
六
九
年
）
。

（
焔
）
十
五
世
紀
半
ば
を
起
点
に
、
九
州
地
域
に
お
い
て
も
畿
内
の
惣
村
と
共
通
す
る
特
質
を
も
つ
村
共
同
体
が
形
成
さ
れ
、
村
落
間
相
論
が
展
開
し
、
村
講
を

担
う
「
庄
屋
」
が
存
在
し
て
い
た
事
実
に
つ
い
て
は
稲
葉
継
陽
「
戦
国
期
北
部
九
州
に
お
け
る
領
国
支
配
と
村
に
関
す
る
覚
書
」
（
藤
木
久
志
・
蔵
持
重
裕

編
「
荘
園
と
村
を
歩
く
Ⅱ
」
校
倉
瞥
房
、
二
○
○
四
年
）
を
、
こ
と
に
戦
国
期
境
目
の
村
落
間
相
論
に
つ
い
て
は
同
前
掲
「
戦
国
大
名
領
「
塊
目
』
地
域
に

で
あ
る
。

（
７
）
そ
の
麺

（
８
）
（
９
）

（
、
）
藤
木
ら

（
皿
）
稲
葉
“

（
吃
）
前
掲

〆
‐
・
凸
』
荊
肌
１
Ｊ
↓
令
肌
．
Ｊ
一
浬
胴
雰
旧
障
は
帥
糸
Ｉ
今
李
恥
型
ｚ
“
価
、
即
刻
列
ｖ
肝
吋
が
ブ
』
〆
上
〃
男
症
堀
回
恒
展
〃
－
０
イ
ノ
イ
ノ
○
寸
ノ
ム
刻
当

（
４
）
そ
れ
は
た
と
え
ば
前
掲
の
小
報
告
を
批
判
し
た
宮
地
正
人
が
、
「
古
代
ロ
ー
マ
帝
国
の
国
制
的
枠
組
み
が
ほ
ぼ
完
全
に
崩
壊
し
た
処
か
ら
出
発
し
た
西
ヨ
ー

●
●
●
●
●
ｅ
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Ｃ
Ｃ
●
●
●
０
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

ロ
ッ
パ
の
封
建
制
社
会
と
封
建
国
家
の
あ
り
方
と
は
全
く
相
違
し
、
中
国
も
朝
鮮
も
、
そ
し
て
日
本
も
、
古
代
に
確
立
し
た
国
家
的
、
行
政
的
枠
組
み
に
沿

う
形
で
封
建
地
主
制
や
在
地
領
主
制
が
展
開
し
て
い
っ
た
こ
と
、
（
中
略
）
幕
藩
制
国
家
も
、
大
名
や
百
姓
、
寺
や
神
社
を
含
め
、
そ
の
総
体
的
制
度
と
の

●
●
●
申
●
ｅ
●
●
●
●

位
悩
づ
け
と
意
識
の
さ
れ
方
に
お
い
て
は
、
古
代
・
中
世
的
要
素
を
破
壊
す
る
の
で
は
な
く
、
再
編
す
る
形
で
安
定
し
た
こ
と
、
こ
の
よ
う
な
巨
視
的
な
と

ら
え
方
が
国
郡
制
論
だ
」
と
述
べ
て
い
る
二
歴
史
評
論
』
六
四
七
、
二
○
○
三
年
、
傍
点
錐
者
）
こ
と
か
ら
も
、
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

（
５
）
小
谷
任
之
弓
ル
ク
ス
と
ア
ジ
ア
」
（
青
木
書
店
、
一
九
七
九
年
）
、
同
『
共
同
体
と
近
代
」
（
青
木
瞥
店
、
一
九
八
二
年
）
、
同
「
歴
史
の
方
法
に
つ
い
て
」

（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
五
年
）
。

（
６
）
中
田
薫
「
徳
川
時
代
に
於
け
る
村
の
人
格
」
（
同
著
「
法
制
史
論
集
第
二
巻
」
岩
波
書
店
、
一
九
三
八
年
）
、
勝
俣
鎮
夫
「
戦
国
時
代
の
村
落
」
（
同
著

『
戦
国
時
代
論
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
）
、
藤
木
久
志
「
移
行
期
村
落
論
」
（
同
著
「
村
と
領
主
の
戦
国
世
界
」
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
七
年
）
。
な

お
稲
葉
継
陽
「
戦
国
時
代
の
荘
園
制
と
村
落
」
（
校
倉
書
房
、
一
九
九
八
年
）
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
私
じ
し
ん
の
取
り
組
み
を
中
間
総
括
し
た
も
の

（
Ⅳ
）
松
本
雅
明
監
修
前
掲
「
肥
後
讃
史
総
覧
」
に
収
録
さ
れ
た
熊
本
藩
各
手
永
惣
庄
屋
の
在
任
一
覧
表
を
一
瞥
す
る
だ
け
で
も
、
ほ
ぼ
宝
暦
の
藩
政
改
革
ま
で

は
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
中
世
以
来
の
系
譜
を
持
つ
土
豪
的
な
世
襲
惣
庄
屋
が
一
般
的
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
戦
国
期
九
州
地
域
の
村
共
同
体
・
庄

編
「
荘
園
と
村
を
歩
く
Ⅱ
」
」

お
け
る
城
と
村
落
」
を
参
照
。

稲
葉
継
陽
前
掲
「
中
・
近
皿

前
掲
『
久
住
町
誌
」
参
照
。

そ
の
概
要
を
知
る
に
は
松
本
雅
明
監
修
「
肥
後
讃
史
総
覧
」
（
鶴
屋
百
貨
店
、
一
九
八
三
年
）

（
９
）
「
久
住
町
誌
」
（
久
住
町
、
一
九
八
四
年
）
参
照
。

藤
木
久
志
『
豊
臣
平
和
令
と
戦
国
社
会
」
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
五
年
）
参
照
。

稲
葉
継
陽
前
掲
「
中
．
近
世
移
行
期
の
村
落
フ
ェ
ー
デ
と
平
和
」
参
照
。

か
簡
便
で
あ
る
く
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戸
伺
煎
』
才
譜
閲
雰
二
一
匝
伽
才
大
学
俳
属
阻
槽
餅
樹
璽
潤
窮
屈
α
鯉
．
備
過
箱
て
柵
抵
・
彰
鋤
●
し
た
も
α
て
あ
る
‐
な
主
本
詔
側
日
本
学
術
折
輿
△
雪
科
学
剛
究
劉

補
助
金
（
基
盤
研
究
Ｂ
）
「
永
青
文
庫
細
川
家
文
書
の
史
料
学
的
解
析
に
よ
る
近
世
民
衆
生
活
・
行
政
実
態
の
比
較
史
的
研
究
」
及
び
熊
本
大
学
拠
点
形
成

研
究
Ｂ
「
世
界
的
文
化
資
源
集
積
と
文
化
資
源
科
学
の
構
築
」
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

匡
底
・
判
謂
想
細
佃
ム
ェ
に
こ
↓
て
に
命
刊
理
乱
耗
函
閲
聖
卿
輔
手
扇
耶
面
顕
州
叩
訓
趨
尚
○
列
叩
制
に
。
求
呼
肪
屠
抽
籾
妄
巨
↓
ヌ
ー
圃
坐
」
太
い
に
剛
暇
寸
″
居
型
頂
君
ご
今
包
み
翌
冊
州
式
Ｐ
ま
削
州
オ
過
稲
に
○
未
ｖ
て
こ
、
っ
－
》

た
地
域
社
会
と
領
域
支
配
の
構
造
に
変
質
が
迫
ら
れ
る
の
は
、
地
域
と
藩
当
局
に
と
っ
て
の
行
政
課
題
が
質
・
量
と
も
に
突
出
し
て
く
る
十
八
世
紀
中
葉
で

あ
り
、
宝
暦
改
革
前
後
に
ほ
ぼ
全
て
の
手
永
が
世
襲
惣
庄
屋
制
を
廃
止
し
て
、
よ
り
官
僚
制
的
な
転
勤
惣
庄
屋
制
へ
と
転
換
し
て
い
る
事
実
が
、
こ
れ
を
端

的
に
示
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
吉
村
豊
雄
・
三
漂
純
か
ら
教
示
を
う
け
た
。
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